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徳
統
計
論
概
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・
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博
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租
税
の
公
平
ご
利
益
固
瞳
の
組
織
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博
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フ
ォ
ン
・
ウ
イ
ゼ
の
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論
・
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海
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る
英
吉
利
の
態
度
-
法
皐
士

時

間

拾

岬

移
植
民
奨
働
問
題
ご
世
の
謬
見
・

E
-
-

法間半博士

読

売

ス
t
ス
の
準
設
は
哨
幅
田
博
士
誌
を
・
・
経
済
曲
学
士

マ
ル
ク
ス
の
労
賃
論
-
-
-
-
-
-
-
-
控
室
主

齢

悼

錦

邸

貨
幣
麿
止
論
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
経
済
一
平
士

パ
レ
ト
氏
を
憶
ふ
-
目
-
-
-
-
-
-
-
-
-
経
済
間
半
士

農
業
生
産
の
機
械
化
ご
経
営
規
模
-

E

法
弟
博
士

叫

附

緯

跡

本
誌
第
十
人
巻
綿
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銀
・
・
・
-
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詑

苑

o 
四

第
十
八
巻

八
八
)

ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
白
串
設
に
闘
し
て
耐
田
博
士
由
設
を
乞
ふ

(
第
六
焼

読

~e 

ア
ダ
ム
・
ス
、
1

ス
の
亭
読
に
闘
し
て

稲
田
博
士
の
教
を
乞
ふ

(
二
・
完
)

谷

彦

日

吉

日
夜
ー
ー
で
繍
言

回
、
ス
ミ
ス
と
債
格
経
済
組
織
(
以
上
前
披
以
下
車
競
掲

二
、
ス
ミ
ス
ル
」
費
本
主
義
組
済
皐

三、

λ

ミ
ス
主
意
向
王
議

載

草
、
ス
ミ
ス
白
道
徳
昔
皐

穴
、
「
帯
周
馬
町
宮
」
白
第
孟
巻
に
就
て

七
、
ス
ミ
ス
白
倫
理
皐
説

八
、
[
厚
生
背
皐
」
及
び
「
第
三
帝
閤
」
に

就
て

九
、
結
論

五

第
五
に
、

範
園
で
は
、

λ

ミ
旦
の
道
徳
哲
皐
の
構
成
及
び
其
の
後
展
に
闘
し
て
博
士
の
殺
を
仰
ぎ
た
い
l
o
寡
聞
な
私
の
知
る

λ

ミ
ス
の
事
関
の
構
成
を
窺
ひ
得
る
も
の
は
、
「
道
徳
戚
情
論
」
に
於
て
彼
れ
自
身
の
言
ム
所
正
、
ー

ァ
ヮ
ア
ト
の
?
、
、
ス
憶
に
載
す
る
所
の
ミ
ラ
ア
の
設
ご
、
キ
ヤ
ナ
Y

致
授
の
出
版
し
た
1

ミ
ス
の
「
講
義
」
古
で
あ

る
が
、
是
等
三
者
の
雪
国
ふ
所
は
必
予
し
も
一
致
し
て
居
ら
ぬ
。
先
づ
ス
ミ
ス
自
身
が
「
道
徳
戚
情
論
」
に
言
ふ
所
k

依
れ
ば
、
『
道
徳
哲
事
の
有
盆
な
る
こ
つ
の
部
分
は
、
倫
理
由
宇
芭
法
事
(
出
E
E
E且』ロュ
4
E母
国
日
)
ご
で
あ
る
。
』

:r1).c Theory.of Moral Sentiments. 6th. eg." Vol. II~ p. 394. 
ibid.， Vol. )1， .p. 39，9. . . 83) 商皐祈究、前掲灘、三九八買。
Lectures of Adam Smith， Cannan's -introduction， p. xiii. 
ibid.， p. xiv. 86) ibid.， p. xiv. 87) ibid.， p. xx. 
Moral Sentiments， Vol. II. p目 399・

)
3
j
j
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b
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き
う
し
て
彼
れ
が
『
道
徳
戚
情
論
』
の
最
後
仁
於
て
会
苅
を
珠
約
し
た
所
の
「
他
の
一
つ
の
論
若
山
吉
は
、
此
の

』ロユ
ω
Y
E何
回
目
で
ゐ
っ
た
こ
海
は
明
ら
か
で
あ
る
。
(
此
の
貼
に
就
て
稲
田
博
士
が
『
E
E
C吾
耳
島
2
0戸

5
0
Z
い

ふ
の
は
困
富
論
の
事
で
ゐ
る
山
立
言
は
れ
て
ゐ
る
の
は
、
恐
ら
〈
何
か
の
誤
解
で
あ
ら
う
0
)

然
る
に
ス
ミ
エ
の
講

籍
に
侍
し
た
き
こ
フ
ア
の
さ
一
日
ふ
所
に
依
れ
ば
、
『
彼
れ
(
?
と
の
講
義
の
課
程
は
四
つ
の
部
門
に
分
れ
て
居
た
]
の
で

お

あ
つ
て
、
倫
理
事
の
上
に
紳
撃
が
あ
り
、
且
つ
』
三
ω
官

E
E
2
が
二
つ
に
1
7
れ

τ、
「
E
義
」
の
原
理
に
閲
す
る

も
の
ご
、
『
便
宜
]
の
原
理
に
闘
す
る
も
の
芭
に
な
っ
て
居
た
。
最
後
に
月
ミ
ス
の
「
講
義
」
が
後
見
さ
れ
て
見
る
え

]
口
広
告

E
斥
ロ
日
が
五
分
さ
れ
て
、
正
義
、
行
政
、
歳
入
、
軍
備
及
び
園
際
法
が
各
身
繍
立
の
阿
究
題
目
芭
な
っ
て

居
る
。
郎
も
之
に
よ
る
吉
、
後
の
『
諸
国
民
の
富
』
の
貫
質
を
成
す
部
分
は
、
ミ
ラ
ア
の
言
ふ
臨
時
に
濁
立
の
一
題
目

ご
は
な
っ
て
居
ら
ぬ
。
キ
ヤ
ナ
V

致
授
の
考
詮
に
よ
れ
ば
叫
此
の
「
講
義
」
は
、
子
ミ
ス
の
大
事
に
於
り
る
殆

A
E

最
後
の
議
義
=
看
倣
さ
れ
る
か
ら
、
ミ
ラ
ア
が
此
の
「
講
義
』
の
内
容
よ
h
も
畿
展
し
た
ス
ミ
ス
の
講
義
を
蕗
い
た

関

M
W

筈
は
無
い
の
で
あ
る
が
、
ス
ミ
旦
自
身
-h
言
ふ
様
に
、
「
講
義
」
の
四
大
題
目
の
中
の
第
一
策
『
正
義
』
は
、
『
行
政
』

以
下
の
諸
昏
相
官
多
少
越
を
異
に
す
る
所
が
あ
る
か

ι、
既
に
「
諸
国
民
の
富
』
の
会
利
さ
れ
た
後
か
ら
回
想
し
た

さ
フ
ア
が
、
特
に
此
の
後
の
部
分
を
一
括
し
て
濁
立
し
た
も
の
ご
見
た
こ
ご
は
、
強
も
無
理
で
は
な
か
ら
う
ご
思

ふ
J

喰
彼
れ
が
此
の
部
分
を
指
し
て
、
「
正
義
の
原
理
に
立
脚
せ
や
山
正
請
っ
た
こ
正
に
謝
し
て
は
、
多
少
の
異
論

を
免
れ
な
い
所
で
あ
っ
て
叫
ス
ミ
ス
自
身
の
言
葉
で
は
、
『
正
義
に
闘
す
る
も
の
、
み
な
ら
す
山
正
な
っ
て
居
る
ロ

さ

τ彼
れ
の
「
諸
岡
氏
の
富
』
は
、
『
講
義
」
の
中
の
「
行
政
』
以
下
三
篇
の
後
展
大
成
し
た
も
の
で
あ
る
こ
ご
は
明

ス
ミ
ス
が
嚢
に
会
苅
を
約
束
し
た
も
の
、
中
、
「
正
義
L

に
関
す
る
も
の
、
み
が
取
k
y
獲
苫
れ
て

ら
か
で
あ
っ
て
、

詮

苑

一一
O
E

ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
の
皐
誌
に
闘
し
て
而
田
博
士
白
歌
を
乞
ふ

(
第
六
腕

λ
九
)

第
十
八
巻

~ectUT<:S ， p'. 3. The f~ur great objectsには、最後の PartV: of the 
laws of Nationsを omittして居る。 90) ibjd.. p. xiv 
藤井博士、アダムスミス白根本思想に就て(前摘、七九五一七頁)。
長谷岡泰三氏、アダムスミ 3民主制己心(前掲、一一五一一ニ回頁及び}三一
頁)0 92) Moral Sentiments， Vol. II， p. 399・
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89) 

91) 



詑

宛

rコ
ノ可

ア
ダ
ム
・

λ

ミ
ス
白
串
設
に
閲
し
て
嗣
田
博
土
自
殺
を
乞
ふ

第
十
八
巻

(
第
六
貌

九
O
)

居
る
o

稲
田
崎
博
士
は
、
『
彼
れ
(
?
こ
は
大
瞳

g
F
0・
R
2
5
0
2
L
耳
目
印
に
謝
し
て
の
約
束
の
一
部
分
を
果
L

た
丈
で
あ
る
」
様
に
解
し
て
居
ら
れ
る
が
、
毛
れ
は
恐
ら
〈
何
炉
の
諜
解
で
あ
っ

τ、
彼
れ
・
の
約
束
は

γ色口
P

司

O
F
0・
H
2
g
c
m
目
白
耳
自
ω

に
劃
し
て
の
約
束
で
あ

h
、
従
っ
て

]
E
r
P
R
5
D
5
2
ι
耳
目
ω

に
閲
す
る
限
り

に
於
て
は
、
約
束
の
を
部
を
果
し
た
こ
さ
に
な
る
。
ス
ミ
ス
自
身
も
左
械
に
考
へ

τ居
た
ご
い
ふ
こ
ご
は
、
彼
れ

が
「
道
徳
戚
情
論
」
の
第
六
版
の
序
文
に
於
て
、
「
私
は
「
諸
閤
民
の
宮
」
に
於
て
、
そ
の
一
部
分
、
印
ち
少
〈
ご
も

行
政
、
歳
入
、
及
び
軍
備
に
閲
す
る
部
分
だ
け
は
、
此
の
約
束
を
巣
し
h

凸

t
言
へ
る
こ
さ
に
依
っ
て
明
ら
か
で

あ
ら
う
。
此
は
極
め
て
尚
一
一
絢
な
二
ご
で
は
あ
る
が
、
併
し
子
ミ
ス
の
血
中
間
の
構
成
及
び
某
費
展
を
見
る
上
に
宥
逃

す
〈
か
ら
ざ
る
黙
で
あ
っ
て
、
後
に
逃
よ
る
所
の
博
士
の
所
謂
『
第
三
世
界
』
ご
密
接
な
関
係
を
有
す
る
o
博
士
は

町

寸
此
第
三
世
界
は
前
の
閲
宙
論
よ
り
も
寧
ろ
道
徳
戚
情
論
の
方
に
因
縁
返
い
』
こ
子
炉
』
主
張
せ
ら
れ
、
立
(
の
者
懐
古

し
て
、
「
彼
れ
(
ス
ミ
ス
)
は
、
己
目
、

3
3品
、
。
『
富
。
z
-
m
J
B
E
E
S
Z
の
一
番
移
り
に
於
て
約
束

L
で
お
い
て
、
き

て
死
ぬ
年
の
序
文
に
は
、
共
約
束
の
一
部
分
を
閥
富
論
に
於
て
履
行
し
た
ピ
言
っ
て
居
る
o

彪
が
そ
れ
は
ま
ロ

5

5
5
E
O
S品
耳
目
切
に
閲
す
る
約
束
で
あ
り
た
の
で
、
其
以
外
の
経
済
原
論
の
事
は
少
し
も
云
っ
て
居
ら
な
レ
。

即
も
道
徳
戚
情
論
に
約
束
し
た
慮
以
外
で
あ
る
凶

Z
言
は
る
、
。
郎
も
博
士
の
意
は
、
第
一
に
ス
ミ
ス
の
約
束
は

p
z
n
p
日
2
2巾
E
H
仏
号
自
切
に
関
す
る
も
の
で
あ
り
、
第
二
に
此
の
約
束
の
一
部
分
が
主
ご
し
て
『
諸
問
民
の
富
」

の
第
五
巻
Z
な
っ
て
宵
現
せ
ら
れ
た
も
の
で
ゐ

h
、
従
っ
て
第
一
二
に
「
諸
岡
民
の
富
」
の
他
の
部
分
1

|
「
経
糖
原

論
」

1
Iは
、
ス
ミ
エ
の
約
束
に
閥
係
芯
き
部
品
川
で
あ
る
こ
い
ふ
に
在
る
。
此
の
中
第
一
に
就
て
は
、
其
は
恐
ら

〈
博
士
の
誤
解
で
あ
巳
う
ニ
芭
を
今
既
に
考
詮
し
セ
。
第
二
及
び
第
三
に
就

τは
、
ス
ミ
月
の
事
問
の
後
展
を
凱

商皐研究、前掲号車、四00頁。
Moral Sentiments， Vol. 1， Advertisement， p. vji 
Lectures of Adam Smith. p. xxxii. 
日i皐研究、面j掲雄、四一六頁。
阿上、凹ー宍貰。

93) 
94) 

9.')) 

9R) 



ね
ば
な
ら
ぬ
。

「
講
義
』
的
中
、
会
対
を
殻
告
さ
れ
乍
巴
果
き
れ
な
か
っ
た
「
渡
り
の
部
分
〕
を
な
す
所
の
第
一
篇
「
正
義
』
を
除
外

し
て
、
第
二
篇
以
下
第
四
震
に
至
る
全
部
、
郎
も
行
政
、
歳

λ
及
び
軍
備
に
関
す
る
一
一
一
清
は
、
後
に
愛
展
し
て

「
諸
問
民
の
宮
」
Z
な
っ
た
部
分
で
あ
る
が
、
此
の
後
展
は
軍
な
る
量
の
上
に
於
け
る
も
の
?
は
な
〈
て
、
量
三
共

に
質
の
後
展
を
件
ふ
も
の
で
め
る
。
先
づ
第
一
に
「
講
義
」
の
「
行
政
」
の
部
分
に
就
て
彼
れ
の
言
ム
所
を
昆
る
に
、

「
行
政
の
目
的
は
貨
物
を
低
廉
な
ら
し
む
る
こ
ご
、
及
び
託
公
共
の
安
全
並
び
に
清
潔
で
あ
る
0

・
E

-

此
の
項
目
の

下
に
於
て
、
吾
や
は
一
闘
の
宮
絡
に
就
て
考
察
す
る
で
あ
ら
う
山
吉
い
ム
。
卸
ち
耳
、
、
、
ー
の
蕊
に
謂
ム
「
行
政
」
に

は
、
経
済
行
政
、
保
安
行
政
及
び
衛
生
行
政
を
包
合
す
昌
こ
さ
が
判
る
。
き
う
し
て
此
の
行
政
論
は
二
分
さ
れ

て
、
第
一
清
潔
及
び
保
安

(
0
2ロ
]
5
0
E
E
L
m
z
Eぞ
)
吉
、
第
二
低
廉
若
〈
げ
豊
富

{
2
2吉
田
ω
2
2
2
マ)

ご
な
っ
て
居
る
が
、
此
の
後
の
部
分
の
胃
頭
に
於
て
、
彼
れ
は
究
の
如

t
言
ふ
。

「
此
論
著
の
突
の
部
分
に
於

τ、
吾
々
は
専
ら
、
侭
廉
若
〈
は
豊
富
に
就
て
、
或
は
之
さ
同

ι
こ
ご
で
あ
る
所

の
、
富
及
び
憐
多
を
得
る
に
最
も
趨
蛍
な
方
法
に
就
て
の
み
考
察
す
る
。
低
廉
は
事
貫
に
於

τ豊
富
吉
岡
じ
こ
己

で
あ
る
c

水
が
一
間
帯
手
を
以
っ
て
得
ら
れ
る
程
に
低
廉
な
る
は
、
た
い
共
れ
が
豊
富
で
あ
る
か
ら
で
あ
h
、
ダ
イ

ヤ
毛
ン
ド
が
hr
〈
も
高
田
闘
な
る
は
、
ぞ
れ
が
稀
少
な
か
ら
で
ゐ
る
o
是
等
の
便
宜
を
得
る
に
最
も
通
営
な
方
法
を

確
め
る
斜
め
に
は
、
第
一
に
富
山
仲
が
何
か
ら
成
る
か
を
示
す
、
』
ご
が
必
要
で
ゐ
ら
う
。
街
ほ
之
に
先
だ
っ
て
、
吾

ケ
は
、
充
ロ
起
き
る
イ
き
人
間
の
自
然
的
欲
望
が
何
で
あ
る
か
を
考
へ
ね
ば
な
ら
m
H

・
・

7
0

が
〈
て
最
初
の
二
節
は
、
「
諸
岡
民
の
・
百
」
に
於
て
全
く
削
除
さ
れ
て
居
る
所
の
「
人
類
の
自
然
的
欲
望
」
聞
に
就

設

(
第
六
就

o 
t二

ブL

) 

苑

ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
の
串
詑
に
闘
し
て
嗣
田
博
士
り
歌
を
乞
ふ

第
十
八
巻

ibid.J p. I57 

Moral Sentiments. Vol. I， Advertisement， p. vii 
Lectures of Adam Smith， p. xxxii 
Lectures of Adam Smith， p. 3 
ibld.， p. 157 100) 
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詑

宛

(
第
六
挽

O 
J、

九

) 

第
十
八
谷

て
述
べ
、
第
三
節
に
入
っ
て
初
め
て
『
富
徐
は
分
業
か
ら
起
る
こ
ど
」
旧
を
論
じ
、
以
下
回
節
を
割
い
て
分
業
論
を
逃

イ
る
。
な
は
A
寸
是
等
を
詳
細
に
「
諸
閥
民
の
宮
」
の
内
容
ご
比
較
寸
る
必
要
を
有
た
ぬ
が
、
即
時
世
葱
に
議
よ
る

rけ
を

以
っ
て
、
既
に
「
講
義
」
の
中
の
此
の
部
分
即
も
「
行
政
」
に
属
す
る
後
の
部
分
が
、
『
諸
闘
民

ω宮
』
の
最
初
の
部
分

郎
も
博
士
の
所
謂
「
経
済
原
論
』
の
部
分
に
相
常
す
る
こ
子
伊
】
示
す
に
十
分
で
あ
ら
う
。
然
ら
ば
少
(
芭
も
此
の

『
行
政
』
の
部
分
は
、
ス
ヨ
ミ
ス
の
約
束
の
中
寅
現
さ
れ
た
部
分
に
属
す
る
こ
Z
は
明
ら
か
で
あ
り
、
従
っ
て
博
士
の

主
張
の
第
二
、
的
も
λ

ミ
ス
の
約
束
の
中
質
現
さ
れ
た
部
分
は
、
主
ご

L
て
「
諸
闘
民
の
宮
」
の
第
五
容
を
成
す
ご

い
ふ
ニ
吉
、
及
び
第
三
の
『
諸
国
民
の
富
」

ω最
初
の
部
分
は
、
ー
ミ
λ

の
約
束
に
無
関
係
で
あ
る
ご

ν
ム
ニ
ご

は
、
正
嘗
に
言
ひ
得
ペ
か
ら
一
F
る
こ
ご
で
は
な
か
ら
う
か
?
私
の
見
る
所
で
は
、
此
の
『
行
政
』
論
の
大
部
分
が

愛
反
し
て
、
『
諸
閥
民
の
宮
』
り
重
要
な
理
論
的
部
分
百
な
っ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
勿
論
削
岩
の
聞
に
は
十
四
五
年

の
歳
月
の
距
離
が
ゐ
り
、
且
つ
此
の
間
に
ス
ミ
ス
の
思
想
に
大
き
な
影
響
を
奥
へ
た
大
陸
族
行
が
止
っ
た
が
ら
、

そ
れ
等
は
現
論
の
上
に
も
分
量
の
上
に
も
、
大
な
る
径
庭
ゐ
る
は
寧
λ

リ
営
然
で
あ
ら
う
。
唯
滋
に
私
の
興
味
を
惹

〈
事
貨
は
、
そ
れ
が
量
の
上
の
み
な
ら
や
質
の
上
に
も
、
大
量
な
鎚
化
を
見
せ
て
居
る
黙
で
あ
る
o

卸
も
「
講
義
」

に
包
合
せ
ら
る
、
「
諸
岡
民
の
宮
」
の
前
身
は
、
「
行
政
』
ご
い
ふ
文
字
の
示
す
辺
り
に
、
其
蕗
で
は
唯
警
察
行
政
正

樹
立
す
る
所
の
経
済
行
政
、
若
〈
は
一
の
物
侵
政
策
ご
し
て
存
在
す
る
の
に
、
業
れ
が
肱
官
民
し
て
「
諸
国
民
の
富
」

m

h

 

t
な
る
吉
、
博
士
の
謂
は
る
、
様
に
、
「
経
済
純
理
論
」

Z
な
h
ノ
、
「
自
然
科
皐
論
H

Z
な
っ
て
居
る
古
い
ふ
こ
正

で
あ
る
。
此
の
質
の
麹
化

1
l
t
謂
ひ
得
る
な
ら
ば
ー
ー
こ
そ
、
彼
れ
が
経
済
的
品
干
の
父
古
稀
せ
ら
る
、
所
以
で
ゐ

っ
て
、
彼
れ
の
経
時
制
論
が
、
叫
し
『
詩
義
』
に
見
る
が
如
き
程
度
の
経
済
行
政
若
〈
は
物
療
政
策
で
あ
っ
た
な
ら

ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
白
皐
就
に
閣

L
て
同
町
博
士
の
敬
を
乞
ふ

ibid.， p. r6r 
ibid.，仁ηnn司n'sintroduction， Tablc of Parallel passClges inlhe、Nea1th
of Nati.ons (pp. xxx子 Xは ix.)
前j再研究、前栴班、四一五頁。
同土、問一六百。
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ば
、
一
恐
ら
く
彼
れ
は
先
人
を
扱
く
ニ
と
幾
何
も
な
か
っ
た
で
あ
ら
う
ぜ
恩
は
れ
る
。

「
講
義
』
の
第
三
篇
「
歳
入
』
に
就
て
彼
は
言
ふ
、
「
国
家
の
事
務
の
矯
め
に
時
間
芭
勢
力
子
炉
品
質
し
っ
、
あ
る
官

吏
は
、
之
に
劃
し
て
報
酬
を
受
付
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
o
此
の
目
的
の
潟
め
に
、
且
つ
政
府
の
費
用
を
支
排
し
て
行

〈
翁
め
に
は
、
何
等
か
の
財
源
を
求
め
ね
ば
な
ら
ぬ
o

こ
れ
歳
人
の
必
要
あ
る
所
以
で
あ
る
o

ニ
の
項
目
の
下
に

師

考
察
す
イ
き
は
、
歳
入
を
得
る
適
嘗
の
方
法
如
何
の
問
題
で
あ
る
-
-
』
i
z
o
此
は
『
諸
国
民
の
宮
』
第
四
容

の
最
後
に
謂
ふ
所
の
、
「
元
首
が
是
等
各
稲
の
任
務
を
遁
鴬
に
品
遂
行
す
る
斜
め
に
は
、
必
然
的
に
一
定
の
経
費
を

要
す
る
o

さ
う
し

τ此
の
費
用
は
又
、
必
然
的
に
之
を
支
持
す
る
た
め
に
一
定
の
歳
入
を
必
要
ご
す
る
。
ぞ
れ
故

に
余
は
次
の
(
第
五
)
容
に
於
て
説
明
せ
ん
ご
努
め
る
』
]
所
の
も
の
ご
、
正
し
〈
一
致
す
る
o

又
「
議
義
』
の
第
四
篇

『
軍
備
」
は
、
『
諸
岡
民
の
宮
』
に
於
て
は
、
後
に
逃
よ
る
が
如
〈
金
〈
其

ω論
惑
の
趣
旨
を
艶
じ
て
、
「
元
首
若
(

は
園
家
の
経
費
」
附
の
一
部
Z
し
亡
、
「
図
防
費
」
の
名
目
の
下
に
、
第
五
容
の
一
部
を
形
成
す
る
こ
さ
、
な
っ
た
。

此
の
如
〈
し

t
、

F
E
Z
-
円

2
2
5
E牛
耳
Eω

の
中
、
大
盤
に
於

τ
旬
。
]
目
。
。
の
部
分
M
Y

後
展
し
て
経
傍
理
論
の

一
部
ご
な
り
、

2
5
E
O
自
己
目
日
ω

が
合
し
て
第
五
容
期
政
論
の
一
部
ざ
な
っ
た
。
さ
う

L
て
是
等
は
何
れ
も
、

「
講
義
』
か
ら
『
議
園
民
の
宮
』
に
後
展
す
る
に
従
つ

τ、
理
論
の
精
細
さ
材
料
の
豊
富
を
加
へ
た
の
み
な
ら
争
、
其

の
立
論
の
根
本
的
立
場
を
縫
草
し
た
の
で
あ
っ
て
、
此
の
黙
が
最
も
注
意
す
イ
き
で
あ
ら
う
吉
田
山
ふ
。
頑
固
博
士

は
、
子
、
、
ー
の
『
講
義
」
を
重
ん
壱
ら
る
う
』
ご
厚
〈
、
「
彼
れ
の
厚
生
哲
地
干
の
闘
士
た
る
面
白
は
、
彼
が
深
山
の

草
稿
を
其
死
に
先
だ
っ
て
焼
い
た
古
稀
グ
る
に
も
拘
ら
す
、
残
っ
て
居
る
所
の
・
白
出
版
せ
ら
れ
た
る
書
物
に

就

τ、
充
分
吾
々
は
見
る
事
が
出
来
る
」
阿
古
言
は
品
、
。
大
事
の
皐
生
が
聴
き
ご
っ
た
ノ

1
ト
を
ば
、
夏
に
復
潟

詑

要E

ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
の
畢
設
に
闘

L
て
耐
田
博
士
の
教
を
乞
ふ

第
十
λ
巷

(
弟
六
焼

O 
九

ブし

) 

LeごturC5of Adam Smi~h，_ p・3・
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苑

ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
旧
事
詑
に
闘
し
て
耐
田
博
士
白
訟
を
乞
ム

第
十
λ

を

九
四
)

。

(
第
六
日
抽

う l"
。は 11:
唯無古川
此 理想臨
のかは
書らる
0) ，~瓦、

優 z 此
f直しの

t I霊
て、芭
は之に
、を謝

申芭 し
望号て

{言
頼
す
る

J 
、-
rl. 

-
』
れ
が
後
見
者
た
る
キ
ャ
ナ
ン
数
授
が
甚
だ
し
く
之
れ
に
重
き
を
置

見
ミ
マ
ハ
自
身
も
恐
ら
く
迷
惑
を
戚
中
る
で
あ
ら

ス
ミ
且
の
率
問
館
系
を
一
一
府
明
ら
か
に
し
得
だ
こ
ご
、
、
従
来
杢
〈
知
ら
れ

な
か
っ
た
彼
れ
の

T
E刃
包
2
2
の
理
論
、
殊
に
』
E
品
。
。
に
闘
す
る
彼
れ
の
設
を
知
ら
得
た
る
こ
正
、
、
渡
備

前
に
於
り
る
ス
ミ
月
の
経
済
的
学
を
窺
ふ
こ
古
に
依
っ
て
、
彼
れ
の
倒
人
的
思
想
史

ω
上
に
好
筒
の
材
料
を
提
供
し

た
る
勅
芭
に
存
る
o

従
っ
て
『
講
義
』
ゆ
中
の
宮
口
の
0

・
5
5
E
O
E
C
R
E
ω

に
閲
す
る
限
h
J
、
「
講
義
」
り
債
値
は
、

彼
れ
の
思
想
の
後
展
を
見
る
材
料
允
る
に
止
ま
る
で
あ
ら
う
。
阪
に
通
ぶ
る
が
如
〈
、
『
講
義
』
に
於
け
る
是
等
三

者
に
閲
す
る
論
遮
ご
、
『
諸
国
民
的
官
』
に
於
け
る
そ
れ
ご
は
、
立
(
の
立
論
の
根
本
的
立
場
に
重
大
な
相
惑
が
あ

h
、
其

ω相
違
の
存
す
と
所
に
ス
ミ
貝
ざ
し
て
の
本
領
が
ゐ
る
の
で
あ
川
、
が
、
「
講
義
』
に
品
到
し
て
『
諸
国
民
の
宮
」

加

古
同
等
若
〈
は
そ
れ
以
上
υ

債
伎
を
置
き
、
其
彪
に
月
ミ
ス
の
『
而
目
』
ー
を
後
見
せ
ん
ご
努
め
ら
る
、
博
士
の
所

設
は
、
少
〈
芭
も
ス
ミ
子
f
騒
つ

τ十
数
年
の
者
き
昔
に
復
へ
ら
じ
む
る
も
の
で
は
な
か
ら
う
か
?

穴

第
六
に
博
士
の
款
を
受
け
た
い
貼
は
、
『
諸
問
民
の
官
』
の
第
五
容
に
闘
す
る
も
の
で
あ
る
。
博
士
は
、
一
方
に

『
講
義
』
を
曾
重
さ
晶
、
ご
共
に
、
他
方
に
「
諸
岡
民
の
宮
』
の
第
五
容
を
大

K
推
重
さ
れ

τ、
λ

ミ
バ
の
厚
生
哲
由
宇

が
樹
立
せ
ら
れ
て
居
る
「
第
三
の
世
界
は
、
彼
れ
が
困
富
論
の
第
五
容
に
司
説
か
れ
て
居
る

h
z
せ
ら
れ
、

『
第
岡
容
迄
は
大
様

g
E
5
0
h
H
A
E
3
5
に
鳳
係
し
、
-
-
第
五
容
に
至
つ
て
は
会
〈
当
日
-P
の
論
で
は

な
い
。
:
;
:
会
(
他
的
事
を
論
じ

τ居
る
」
ー
も
の
で
、
毛
れ
は

E
F
n
m
E
ι
回
出
当

2
で
あ
り
、
従
っ
て
「
諸
国

C日nn内n，introduction to Lectures， p. xvii 
商事研究、制ニー頁。
向上、四一凹頁。
同七、阻Cニ頁。
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民
の
富
」
は
、
「
此
書
物
の
趨
嘗
な
内
容
を
言
表
は
す
な
ら
ば
、

F
0
4
2
5
2
L
唱
。
足
型
え

E
5
5
諸
国
民
の
宮
正
権
力
己
の
性
質
及
原
因
に
関
す
る
研
究
己
訂
正
し
な
け
れ
ば

な
ら
ぬ
芭
思
ム
」
寸
ご
言
は
る
、
。

慨
に
遁
よ
る
が
如
〈
第
五
容
は
、
「
講
義
』
的
中
の

2
2
E百

E
ι
E
E切
に
相
嘗
す
る
内
容
を
包
含
す
る
も
の

で
あ
る
が
、
等
し
〈
軍
備
じ
就
て
述
よ
る
に
し
て
も
、
其
の
根
本
的
立
場
は
次
の
如
く
相
違
す
る
。
『
講
義
」
に
於

け
る
「
軍
備
』
に
就
て
は
、
『
政
府
が
外
闘
よ
り
来
る
侵
害
及
び
攻
撃
を
防
禦
し
得
る
に
あ
ら

5
れ
ば
、
最
良
の
行

政
で
も
安
全
を
確
保
す
る
こ
古
は
出
来
院
か
ら
、
法
律
に
依
っ
て
定
め
ら
る
、
第
四
の
事
項
(
即
ち
軍
備
)
は
、
此
の

目
的
の
怨
め
で
あ
る
o

さ
う
し
て
此
の
項
目
の
下
に
於
て
は
、
各
積
軍
備
の
長
錦
、
常
備
軍
の
構
成
、
義
勇
軍
等

の
ニ
ご
を
説
明
す
る
で
あ
ら
う
」
z
t
言
へ
る
こ
ご
に
よ
り
て
明
ら
か
な
る
如
〈
、
同
阜
備
そ
れ
白
髄
が
目
的
=
し
て

取
扱
は
れ
て
居
る
に
拘
ら
や
、
「
諸
岡
民
の
富
』
に
あ
っ

τは
、
其
れ
は
岡
家
の
経
費
の
一
に
属
す
る
「
園
防
費
』
り

中
に
包
合
せ
ら
れ
、
其
の
関
頭
に
は
衣
の
如
〈
述
イ
て
あ
る
。
「
他
の
濁
立
枇
曾
の
暴
一
民
及
び
侵
略
を
防
禦
す
る

ご
レ
ふ
元
首
の
第
一
の
任
務
は
、
兵
力
の
手
段
γ
依
つ

τの
み
遂
行
さ
れ
得
る
o

然
し
乍
ら
、
卒
時
に
於
て
此
の

兵
力
を
準
備

L
、
戦
時
に
於
て
之
を
使
用
す
る
に
要
す
必
経
費
は
、
枇
合
進
歩
の
碕
々
の
時
期
に
於

τ、
「
肱
曾
放

路

態
の
異
な
る
仁
従
っ
て
、
大
に
相
違
す
る
も
の
で
あ
る
」
I
Z
o

是
に
由
・
9
て
視
れ
ば
、
『
諸
岡
民
の
富
」
に
於
け
る

そ
れ
は
、
一
仁
軍
備
に
要
す
る
経
費
ご
い
ふ
貼
か
ら
研
究
さ
る
、
も
の
で
、
研
究
の
根
本
的
立
場
を
異
に
す
る
ご

は
即
ち
此
の
事
を
指
す
。

倍
て
、
博
士
の
認
め
ら
る
、
様
に
、
第
瓦
窓
は
第
一
審
乃
至
第
四
容
さ
其
の
内
容
を
異
に
す
る
ニ
ピ
は
明
ら
か

E
H
T
M』

zr可
山
口
円
。
己
戸
内
ロ
釦
門
戸
弓
角
川
向
口
【
山
内
山
口
凶
作

ω
。
『

設

苑

第
十
λ
巻

(
第
六
掠

ア
ダ
ム
・
λ

ミ
ス
白
樺
説
に
闘
し
て
稲
田
博
士
白
教
を
乞
ふ
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設

苑

ゴL
"-，、
) 

ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス

D
皐
設
に
闘
し
て
耐
田
博
十
り
殺
を
乞
ふ

第
十
八
番

(
第
六
貌

で
あ
る
が
、
然
ら
ば
そ
れ
は
、
博
士
の
謂
は
る
、
慌
に
、
官
。
弓
2
ぇ
E
Z
g
m
h
r攻
究
し
た
も
の
で
あ
ら
う
か
ど
う

子
、
、
ス

ω観
る
所
に
依
れ
ば
、
「
政
治
家
若
〈
は
立
法
者
の
事
問
の
一
つ
ご
し
て
考
へ
ら
れ
た
る

]
Z
E
E
-

F
o
g
E可
に
は
、
二
つ
の
異
な
る
目
的
を
有
す
る
。
第
」
は
、
人
民
の
勉
め
に
豊
富
な
枚
入
者
〈
は
生
活
資
料
を

調
へ
る
ニ
吉
、
も
っ
さ
適
切
に
言
へ
ば
、
彼
等
自
身
を
し
て
斯
か
る
枚
入
若
〈
は
生
活
資
料
を
自
ら
調
へ
し
め
る

ニ
ご
で
あ
り
、
第
二
は
、
岡
家
に
向
っ
て
、
公
の
任
務
を
震
す
に
十
分
な
歳
入
を
供
給
す
る
ニ
ご
で
ゐ
る
。
(
纏
め

て
言
へ
ば
)
司
O

出
HHE--出。。
E
B可
は
、
人
民
主
主
自
の
双
方
を
富
士
吉
ん
ざ
す
る
も
の
で
あ
る
。
』

1

此
の
中
第
一
の

図
民
の
会
経
済
に
闘
す
る
も
の
が
第
一
審
乃
至
第
四
容
に
於
て
、
第
二
の
岡
家
の
私
経
済
に
闘
す
る
も
の
が
第
五

容
に
於
て
取
扱
は
る
、
も
の
な
る
こ
ご
は
、
彼
れ
自
身
が
、
「
人
民
の
大
図
惜
の
牧
入
が
何
か
ら
成
る
か
を
説
明
す

る
仰
が
・
・
-
最
初
の
四
容
の
目
的
で
あ
る
o

第
五
容
卸
ち
最
後
の
容
で
は
、
元
首
宥
く
は
岡
家
の
歳
入
を
取
扱

ふ』
I
Z昔一一
u

へ
る
に
依
っ
て
明
ら
か
で
あ
ら
う
。
郎
も
第
五
容
は
円
。
〈
2
5
0同

ω
0
2
5日
間
同
を
取
扱
ふ
所
の
今
日
の

iJミ

? 
財
政
拳
で
あ
る
こ
ご
は
疑
ふ
の
依
地
が
な
い
。
従
っ
て
ヲ
ぞ
れ
は
ユ
nFgEι
阿国

g
q
。
H
E
S
-
-
3
ミ

aar
に
閲

す
る
り
れ
ど
も
、
者
2
1
r
z品
回
。
喜
一
命
唱
え
ま
目
な
ま
で
は
な
い
。
故
に

1
ミ
ス
が
若

L
標
題
の
長
き
を
肢
は
ず
る

な
ら
ば
、
「
諸
国
民
の
富
」
は
、
「
諸
園
民
の
官
及
び
元
首
の
宮
古
カ
の
性
質
井
び
に
原
因
に
閲
す
る
研
究
」
三
な

す
守
へ
き
も
の
で
あ
っ
た
ら
う
。
此
鮎
に
於
て
、
私
は
頑
固
博
士
の
所
設
己
多
少
異
る
。
博
士
は
ス
ミ
ス
の

4z

q
E
H
。
ぷ
ぬ
の
件
。
『
勺
。
口
止
の
と
向
。
。

5
5可
r
z
E
2
E
E
岳
0
2言
。
之
官
8
2
4

。『

S
O
S
Z
E
3、
(
総
て
の
闘
の
政

治
経
済
の
大
い
な
る
目
的
は
、
英
国
の
宮
古
古
う
し
て
権
力
ご
を
増
す
事
で
ゐ
る
)
I
Z
い
ふ
言
葉
を
引
用
し
て
、

之
を
ば
、
旦
ミ
エ
が
宮
の
外
に
樺
カ
を
も
主
張
し
た
も
の
、
様
に
解
し
て
居
ら
れ
る
が
、
花
は
必
十
し
も
左
様
に

商摩研究、前掲披、四O三頁。

ib~~. ， Vo!. 1， p. 395 
ib~~. ， Vo~. 1， p. 3: 
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j
j
 

8
7
8
 

1
1
1
 

1
1
1
 



解
し
な
い
wo
蓋
し
議
に
引
用
さ
れ
た
ス
ミ
ス
の
内
庁
広
島
E
E
L
-
u
o当
2
0
h
F
O
E
C
E々
が
何
を
意
味
す
る
か

?
叉
片
山
n
r
g
Z
唱
O
J
Z円
吉
が
如
何
な
る
闘
係
に
ゐ
る
か
?
某
等
は
此
文
の
前
後
を
一
瞥
す
れ
ば
明
瞭
で
あ
ら

う
。
私
は
唯
ぞ
れ
を
引
用
す
る
に
止
め
る
。

R

民叶
ro

E

子
守
宮
町
三
塁
。
せ

L
号
室
長
£
』
宮
崎
割
『
S
F
B

己百

止の
r思
♂

EHι 

司

04F4mH.
。円。〈め『可

η
。z
ロtiu、司、

自己
ω仲
己
毛
hHYω

『
0
合
唱
さ
可
。
正
台
芯

t
s
q
z
p
h
o
。』可止ぬ
RNSS-KQ
『国号。内
FZEu
己】
O
P
H
M
L

中

O
B
g
p
r
r
r
巳
-
E
出
u
m
E
Z
埠
己
己
自
己
巳
可
寸
。
同

)htιa

』
叫
邑

SGMH369moF
司
。
己
主

SSMw-。-NhZ富
山
君
事
。
富
山
官
。
『

sa弓

2
5
喜

L町
雪
山
富
苫

E
G
S呂
志
。
副
首

a
s
L
3
5
6
y
之

s
a
3
5
t
a噌

H

円。石川
}
F
P
日。
P
R
W
H
o
m
H
5
ロ。

日

ν
目
F
百戸円。

ロ。同

ω口間百円『。
H
g
n
o
g円仰向。
E
E
H
E
p
m
F
2日
間
コ
可
包
命
。
町
内
。
ロ
E

E
』】由。ロ巳
U
0
5
己
百
『
。
E
0
1
H
E
ι
P
E
U円件。丹一百

円山岡町}ムロ四円円山
L
o
m
t。ぐ句作目
HF21
。
町
己
出
。
門
F
2・寸君。
31

此
の
如
〈
私
は
第
五
忽
を
以
っ
て
金
〈
財
政
論
を
取
扱
ふ
も
の
で
あ
る
さ
考
ふ
る
が
、
博
士
に
従
へ
ば
、
そ
れ
は

「
本
質
的
に
言
へ
ば
、
決
し
て
財
政
論
が
主
な
る
部
分
を
占
め
て
ゐ
る
の
で
は
な
い
0

・E

・
・
:
標
題
だ
け
を
見
れ
ば

そ
れ
は
財
政
論
で
あ
る
。
併
L
内
容
を
読
ん
で
見
れ
ば
国
防
論
(
第
一
需
)
も
設
い
て
居
る
。
司
法
論
(
讐
冨
岡
)
も
説
い

て
居
る
o
第
三
篇
は
経
済
政
策
論
で
あ
っ
て
、
・
:
・
会
共
事
業
及
び
会
共
の
替
造
物
の
費
用
に
就
て
同
論
争
4
0
0

卸
も
「
軍
な
る
財
政
論
以
外
に
、
岡
家
職
分
論
、
殊
に
行
政
論
が
津
山
入
つ

τ居
る
」
点
己
主
張
さ
る
、
。
併
し
乍

ら
阪
に
遁
ぷ
る
が
如
〈
、
般
り
に
博
士
の
言
は
る
、
援
に
、
是
等
の
内
容
が
、
『
岡
家
職
分
論
』
で
ゐ

h
、
『
行
政

論
』
で
あ
る
ご
偲
定
し
て
も
、
英
の
立
論
の
根
本
的
立
場
が
、
国
家
経
費
論
で
あ
ち
、
行
政
費
論
で
あ
る
以
上
、

此
の
立
場
を
看
過
す
る
こ
ご
は
、
『
諸
岡
氏
の
富
」
を
『
講
義
」
の
昔
に
引
戻
す
も
の
で
あ

b
、
旦
ミ
月
の
面
目
を
失

は
し
む
る
も
の
で
あ
ら
う
の
然
も
私
の
見
る
所
に
依
れ
ば
、
其
の
内
容
も
亦
、
決
し
て
財
政
論
の
範
園
を
出
づ
る

詑

苑

ア
グ
占
・
ス
ミ
ス
白
血
中
設
に
闘
し
て
隔
田
博
士
白
教
を
乞
ふ

第
十
λ
巻

(
第
穴
貌

九
七
)

i~i9;.:.y.?I. 2， P.:...:3.?I 
商事研究、四一四良。
向上、回一五頁。

119) 
120) 
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設

苑

九
人
)
一
一
一
四

ア
ダ
ム
・
ス
ミ
丸
の
畢
詑
に
踊
し
て
耐
田
博
士
。
放
を
乞
ふ

第
十
入
品
世

(
第
六
競

も
の
で
は
な
い
い
0

今
最
初
の
『
悶
防
費
』
に
就
て
論
争
る
部
分
を
例
に
ご

b
て
見
る
に
、
成
る
程
一
見
す
る
所
、
ぞ

れ
は
博
士
の
言
は
る
、
様
に
、
『
軍
純
な
る
財
政
論
」
で
は
な
い
様
に
見
え
る
。
彼
れ
は

J

づ
野
盤
状
態
炉
ら
文
明

園
に
進
む
に
従
っ
て
、
国
防
が
如
何
に
麗
還
す
る
か
を
遮
〈
て
ゐ
る
か
ら
、
そ
れ
は
一
見
図
防
史
論
の
様
に
思
は

れ
る
o

け
れ
ど
も
阪
に
そ
の
目
的
は
国
防
史
に
ゐ
ら
十

L
て
国
防
尚
武
史
に
あ
る
か
ら
、
彼
れ
は
枇
曾
紋
態
の
一
回
製

遷
を
越
ぷ
る
毎
に
、
常
に
其
の
経
費
に
就
て
論
守
る
こ

Z
を
忘
れ
て
ゐ
な
い
の
結
局
彼
れ
の
期
す
る
所
は
、
『
此

曾
の
兵
力
は
、
最
初
は
平
時
戦
時
共
に
何
等
元
首
の
費
用
を
要
し
な
か
っ
た
も
の
で
あ
る
が
、
文
明
の
進
歩
す
る

に
必
っ
て
、
先
づ
戦
時
に
於
て
の
み
元
首
の
費
用
を
要
L
、
真
に
後
に
は
、
平
時
に
於
τ
h
c

へ
之
ぞ
要
す
る
に
至

別

る」
1

換
言
す
れ
ば
、
国
防
費
は
v

「
枇
曾
の
文
明
が
進
む
に
従
っ
て
、
次
第
ノ
¥
に
車
両
む
』
ー
も
の
で
ゐ
る
こ
ご
を

ば
、
歴
史
的
に
賞
設
せ
ん
Z
す
る
に
あ
っ
た
一
』
芭
は
極
め
て
明
ら
か
で
あ
る
。

博
士
は
ヌ
、
第
五
容
の
『
第
三
篇
は
経
済
政
策
論
で
ゐ
っ
て
・

εれ
を
三
つ
に
分
け
ま
し
て
、
第
一
は
・

・
:
赴
曾
の
交
通
を
促
進
す
る
勉
め
の
公
の
事
業
及
治
相
官
物
に
就
て
、
之
を
棄
に
こ
つ
に
分
け
ま
し
て
、
枇
曾
会
館
を

p
n己
E
百
す
る
も
の
ご
、
枇
曾
の
或
穏
類
の
農
業
を
Pη
一
-
一
片
山
内
ゆ
す
る
も
の
ご

Lτ
庖
り
ま
す
。
決
し
て
自

由
放
任
主
義
ち
ゃ
な
い
o

:
・EE---
前
の
第
一
第
二
第
三
容
の

ω
3
Z
5
0『

E
E
E
-
-
U
2
q
を
研
究
し
た
印
刷
、
と
は

杢
然
違
っ
た
様
な
、
他
人
が
書
い
花
や
う
な
論
を
し
て
居
る
」
n
Z
主
張
さ
れ
る
o

成
程
「
中
仁
書
い
て
ゐ
る
事
を

設
ム
で
見
な
い
で
襟
題
ピ
り
を
見
れ
ば
」

1

そ
れ
は
「
枇
曾
の
交
通
を
促
進
す
る
斜
め
の
公
の
事
業
及
誼
替
物
に
就

町

て」
I

論
じ
、
「
枇
舎
の
或
稀
瀬
切
産
業
ι
T
F
H
V
E
Z
H
印
可
す
る
も
の
」
ー
を
論
十
る
の
で
あ

ιか
ら
、
確
か
に
「
ア
ダ
ム
・

幅

a

咽

H

R

ミ
ス
に
し
1
眠
言
あ
る
h
p

」
I
Z
思
は
し
め
る
に
相
違
な
い
。
け
れ
ど
も
「
内
容
を
読
ん
で
見
れ
ば
』
1

そ
れ
は
決

向上、四ー四頁。
向上、凹ー五頁。
向上、四一凡頁。129) 

Wealth of Nations. Vol. II， p. 186 
ibid" Vo1. 1， p. 201 
i';'H皐研究、両i掲親、四-3i頁。
向上、四一五頁。
向上、四一五真。
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L
τ
彼
れ
の
そ
奇
ヨ
ミ

E
E
E
二日
r
q門

Y

Z
矛
盾
す
る
も

ωで
は
な
い
。
第
一
に
、
「
一
般
に
商
業
を
促
進
す
る

た
め
に
必
要
な
る
公
の
事
業
及
び
器
官
物
に
就
f

し
切
論
争
る
箔
を
見
る
に
ふ
ス
ミ
ス
が
此
蕗
に
論

T
Q所
は
、
道

路
、
橋
梁
、
運
河
、
港
岡
崎
‘
造
幣
l
A
ぴ
郵
便
事
業
で
あ
っ
て
、
且
つ
是
等
の
事
業
そ
の
も
の
に
就
て
は
何
等
言
ふ

所
な
〈
、
問
題
は
是
等

ω経
枠
自
に
要
寸
る
費
用
が
如
何
に
し
て
支
排
き
る
イ
き
か
に
限
ら
れ
て
扇
る
o

故
に
此
の

部
品
川
が
「
今
日
名
付
け
る
経
憐
政
策
」
ー
で
な
い
こ
ご
は
勿
論
、
其
れ
が
彼
れ
自
身
の
経
際
政
策
的
も
自
由
放
任
主

義
己
全
然
無
関
係
で
あ
る
こ
己
は
板
め
て
明
瞭
で
ゐ
ら
う
o

第
二
に
、
「
或
稲
類
の
商
業
を
促
進
す
る
た
め
に
必

要
な
る
ぬ
の
事
業
及
び
誼
答
物
に
就
て
」

1

ご
い
ふ
椋
題
は
、
殊
仁
絞
れ
の
自
由
放
任
政
策
三
オ
后
す
る
か
に
見
え

る
。
け
れ
げ
と
も
其
の
内
容
を
検
す
れ
ば
必
す
し
も
苫
う
で
な
い
九
彼
れ
は
先
づ
未
開
闘
Z
の
聞
に
行
は
る
、
貿
易

に
劃
し
て
は
、
大
使
、
託
公
使
及
び
領
事
の
必
要
な
る
を
通
三
此
の
如
〈
『
或
穏
の
貿
易
の
保
護
が
異
常
な
る
園

費
を
要
す
る
場
合
に
は
、
立
(
は
施
骨
田
な
租
税
を
主
(
の
特
稀
の
貿
易
に
課
す
る
こ
さ
に
依
っ
て
支
弁
さ
る
べ
き
も

の
」
ー
な
る
こ
古
を
言
ひ
、
且
つ
岐
に
一
般
経
費
が
行
政
雄
に
よ
っ
て
徴
股
き
る
、
以
上
、
か
、
品
特
叶
外
の
経
費
も

亦
岡
家
行
政
権
の
徴
牧
に
委
せ
ら
る
マ
へ
き
も
の
な
る
こ
ご
を
論
じ
、
『
若

L
も
岡
家
が
矛
盾
な
〈
行
動

L
た
で
あ

っ
た
な
ら
ば
、
か
、
る
特
殊
保
護

ω目
的
に
徴
せ
ら
る
、
特
殊
組
税
の
徴
収
も
亦
、
常
に
等
L
〈
国
家
の
自
由
に

放
任
さ
れ
て
居
た
で
あ
ら
う
c

然
る
よ
此
駄
に
於
て
も
亦
他
の
多
〈
の
貼
に
於
り
る
ご
同
亡
く
、
国
家
は
常
に
必

や
し
も
1
7
盾
な
〈
行
動
し
な
か
っ

η
」
ー
も
の
で
、
比
の
矛
盾
せ
る
岡
家
行
動
の
結
果
ご
じ
て
生
れ
出
た
も
の
が
即

ち
彼
の
特
許
合
一
肱
で
あ
る
苦
い
ふ
の
で
あ
る
o

か
〈
て
特
許
曾
枇
及
び
特
権
株
式
合
枇
に
就
て
詳
論
し

τ居
る

が
、
そ
れ
は
彼
れ
が
此
種
の
合
組
を
是
認
す
る
か
ら
で
な
〈
、
彼
れ

ω
主
張
は
全
〈
反
謝
で
あ
る
o

帥
も
彼
れ
の

設

苑

五

ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
の
串
訟
に
闘
し
て
向
田
博
士
丹
監
を
乞
ふ

(
第
六
披

第
十
八
巻

Wealth of Nations， Bk. V， Ch. 1， Art. 1 (Vol. II. pp. 215-222.). 
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vVealth of Nelt旧rls.Bk. V， -Ch. I， Art. 1 (Vo1. H， pp. 223← 248.). 
ibi~. ， p. 224 
ibid.， p. 224 

)
)
)
)
)
 

0
1
2
8
4
 

2
3
8
3
3
 

1
1
1
1
1
 



設

苑

ア
グ
ム
・
ス
ミ
ス
白
串
設
に
闘
し
て
耐
田
博
士
の
教
を
乞
ふ

第
十
八
巻

(
第
六
暁
一
O
O
)
-

一一六

言
ふ
所
に
よ
れ
ば
、
此
叩
閣
の
特
権
曾
祉
は
「
総
工
究
極
に
於
て
、
負
推
重
き
も
の
で
あ
り
、
無
盆
な
も
の
で
あ
り
』
3

「
会
〈
無
盆
で
あ
る
正
い
ふ
言
葉
こ
そ
、
恐
ら
〈
特
許
曾
枇
の
正
嘗
に
受
〈
イ
き
最
高
の
讃
鮮
で
あ
る
o
」M

勿
論

「
彼
等
白
身
の
危
険
ご
費
用
に
於

τ、
遠
隔
な
野
盛
岡
民
吉
の
間
に
新
忙
な
貿
易
を
開
拓
し
た
」
】
こ
己
に
劃
し
て

は
、
「
一
定
年
限
を
限
っ
て
、
其
の
貿
易
の
濁
占
を
許
す
こ

Z
の
不
合
理
な
ら
ダ
る
は
、
・
新
た
な
機
械
を
後

明
し
た
者
や
、
新
党
な
書
物
を
著
越
し
長
一
に
、
某
の
組
側
占
を
許
す
の
さ
同
一
原
理
に
依
る
』
叫
も
の
で
、
必
や
し

も
答
む
叩
へ
き
で
は
な
い
が
、
『
併
し
年
限
の
満
つ
る
時
に
は
、
共
の
濁
占
は
正
し
〈
終
結
せ
し
む
事
へ
き
も
の
で
あ

る
。
」
正
志
等
の
意
見
守
見
る
時
は
、
ぞ
れ
が
決
し

τ彼
れ
の
自
由
放
任
政
策
己
矛
盾
す
る
も
の
で
な
い
こ

Z
は、

肯
か
れ
る
で
あ
ら
う
o
要
す
る
に
私
の
見
る
所
で
は
、
第
五
篇
は
博
士
の
請
は
れ
る
様
に
財
政
論
以
外
に
岡
家
論

を
包
合
す
る
も
の
で
は
な
く
叉
此
の
書
の
前
の
部
分
に
言
ふ
所
ご
必
や
し
も
矛
盾
す
る
も
の
で
は
な
い
。
従
っ
て

此
薩
に
1

ミ
λ

の
厚
生
哲
間
竿
を
品
目
見
せ

A
芭
す
る
博
士
の
設
に
劃
し
て
は
、
向
一
一
暦
詳
細
な
る
数
を
待
ロ

F
る
を

島
u
z
r
e
、t

。

必
4
E
吋

i

，、

七

私
は
究
に
ス
ミ
ス
の
倫
理
官
に
閲
し
て
博
士
の
殺
を
乞
は
ね
ば
な
ら
凶
o

博
士
に
従
へ
ば
、
「
彼
れ
(
ス
ミ
ス
)
の
倫

理
撃
が
同
情
を
以
て
出
立
す
る
な

H

と
、
い
ふ
こ
さ
は
、
吉
ん
で
も
な
い
間
違

r
:・
此
州
謬
想
を
去
ら
な
け
れ

ば
、
彼
れ
の
第
三
世
界
、
彼
れ
の
厚
生
哲
撃
の
依
っ
て
立
つ
蕗
の
基
礎
は
理
解
出
来
な
い
」
削
『
倫
理
生
活
に
於
て

橋
導
原
理
ご
な
る
も
の
は
、
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
旦
に
従
へ
ば
・
理
性
で
あ
る
0

・
倫
理
生
活
に
於
て
は
理
性

が
働
〈
の
で
ゐ
っ
て
、
閑
情
、
己
い
ふ
も
め
は
、
理
性
の
働
き
-
・
:
に
従
は
せ
る
そ
の
最
も
便
利
な
る
手
段
ざ
し

ibid.， p. 226 
ibi【1.， p. 245 
商事研究、前掲瞬、四一七頁。
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イ
」
用
ひ
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
」

H

「
此
の
理
性
の
世
界
に
於
て
・
彼
れ
の
目
的
ご
し
た
る
所
は
、
私
{
胴
同
博
士
)

の
言
葉
に
直
し
て
照
生
哲
事
ご
い
ふ
的
で
あ
る
」
1
Z
主
抜
き
る
、
。
私
は
先
づ
子
ミ
Z

の
説
仁
就
て
、
「
倫
理
生

活
的
統
制
原
理
は
理
性
で
ゐ
る
」
附
か
ど
う
か
を
吟
味

L
た
い
。

ー
ミ
λ

に
従
へ
ば
倫
理
由
学
上

ω問
題
は
ニ
つ
あ
る
。
『
第
一
は
、
徳
は
如
何
な
る
も
の
よ
り
成
る
か
?
若
〈
は

優
秀
に
し
て
賞
讃
に
値
す
る
ロ
間
性
・
を
構
成
す
る
所
の
気
質
の
趣
き
及
び
行
潟
の
傾
向
は
何
で
あ
る
か
?
」
日

「
第
二
は
、
此
の
品
性
が
1

1
是
れ
が
如
何
な
る
も
の
で
め
ら
う
ど
も
五
口
々
に
封

L
て
推
奨
さ
る
、
は
、
精

紳
の
如
何
な
る
カ
叉
は
能
力
に
依
る
か
?
』

M

換
言
せ
ば
、
一
は
徳
の
本
質
即
も
道
徳
的
判
断
の
標
準
は
何
か
?

り
問
題
で
あ
り
、
こ
は
道
徳
的
判
断
の
能
力
は
何
か
?
の
問
題
で
あ
る
。
第
一
の
問
題
に
掛
L
て
古
来
の
倫
理

皐
者
の
奥
ふ
る
解
答
は
、
月
、
ミ
ス
に
従
へ
ば
、
利
他
設
(
仁
愛
)
、
利
己
説
(
組
曲
四
)
及
び
通
昔
話
(
中
庸
)
り
三
者
に
分
類

す
る
こ
ご
が
出
来
る
。
さ
う
し
て
ス
ミ
ス
自
身
の
設
は
、
品
仙
の
中
最
後
の
遇
常
設
に
属
す
る
が
、
唯
そ
れ
が
従
来

の
中
庸
設
ご
異
な
る
駄
の
一
つ
は
、
彼
等
が
中
庸
メ
は
逼
蛍
を
測
定
す
名
所
の
『
精
宿
な
る
若
〈
は
明
白
な
る
尺

皮
を
奥
へ
4
7
、
ま
た
輿
へ
ん
Z
も
し
な
い
」
“
に
反
し
、
月
ミ
ス
は
、
一
u

此
の
精
密
に
し
て
明
白
な
る
尺
度
は
、
百
公

平
且
つ
博
識
な
る
削
察
岩
の
同
情
的
戚
情
以
外
に
は
、
何
蕗
に
於
て
も
後
見
す
る
一
』
ご
は
出
来
な
い
』
l
t
な
す
時
間

に
在
る
。
此
れ
彼
れ
山
設
が
同
情
設
ご
謂
は
る
、
.
一
方
の
四
日
由
を
な
す
も
の
で
あ
っ
て
、
徳
の
本
質
的
も
道
徳

的
判
甑
の
標
準
は
、
彼
れ
に
従
へ
ば
、
直
接
に
は
泡
蛍
若
く
は
中
庸
で
あ
h
、
間
後
若
〈
は
究
極
に
は
同
情
で
ゐ

る。
次
に
倫
理
事
上
の
第
二
の
問
題
、
的
も
道
徳
的
判
断
の
能
力
は
何
か
?
仁
封
lL
、

詑

古
来
の
皐
者

ω言
ム
所
も

へ第六時仙一
O
一
)
一
一
一
七

苑

ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ヌ
内
申
詑
に
糊
し
て
岡
田
博
士
の
教
を
乞
ふ

第
十
λ
巷

直1皐研究、前掲雄、四一七頁。
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話

苑

第
十
八
巻

(
第
六
脱
一

O
ニ
)
一
一
一
八

ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
の
事
設
に
闘
し
て
嗣
田
博
士
由
設
を
乞
ふ

亦
、
彼
れ
に
従
へ
ば
三
碍
に
分
類
せ
ら
れ
る
。
自
愛
設
、
理
性
設
及
び
道
徳
戚
設
こ
れ
で
あ
る
。
此
中
ス
ミ
ス
自

身
の
設
の
最
も
近
い
の
は
理
性
設
で
あ
る
。
彼
れ
は
「
理
性
を
し
て
賞
讃
の
原
理
た
ら
し
か
る
諸
問
学
設
に
就

τ』1

ご
題
す
る
一
章
を
設
げ
て
、
理
性
設
を
吟
味
し
て
ゐ
る
。
彼
れ
は
先
づ
此

ω設
が
ホ
ッ
プ
ス
の
自
愛
読
に
劃
す
る

反
動

Z
L
τ
生
れ
出
で
た
る
間
半
設
の
一
な
る
ヨ
』
ご
を
論
悲
し
、
而
し
て
後
に
言
ふ
。
「
理
性
は
異
理

Z
説
謬
ご
の

相
遣
を
区
別
す
る
さ
同
様
の
方
法
で
、
正
ご
不
正
ご
の
相
違
を
指
示
す
る
も
の
で
あ
る
ご
い
ふ
結
論
は
、
或
貼
に

於

τ買
習
で
は
あ
る
が
、
他
の
鮪
に
於
て
は
寧
ろ
軽
卒
で
あ
る
」
1
z
o

然
ら
ば
そ
れ
は
如
何
な
る
黙
に
於
て
異
理

に
し
て
如
何
な
る
黙
に
於
て
略
卒
で
あ
る
か
?
元
来
『
吾
々
の
道
徳
的
判
断
の
大
部
分
を
左
右
す
る
は
、
道
徳

の
一
般
的
格
率
及
び
概
念
に
よ
る
」
叫
も
の
な
る
が
、
此
の
一
般
的
格
率
は
『
他
の
総
て
の
一
般
的
格
率
古
同
じ
く
、

経
験
及
び
蹄
納
炉
ら
作
ら
る
、
』
ー
も
の
で
あ
り
、
古
う
し
て
『
此
の
経
験
炉
ら
蹄
納
に
よ
っ
て
是
等
の
一
般
的
法

ゎ

則
を
設
定
す
る
」
お
の
は
、
理
性
の
働
き
で
あ
る
か
ら
、
ぞ
こ
で
『
吾
々
が
依
っ
て
以
っ
て
其
の
行
動
を
規
制
す
ぺ

明

き
在
義
の
一
般
的
法
則
を
費
見
す
る
は
、
理
性
に
依
る
も
の
で
あ
る
」

1

『
ぞ
れ
故
に

E
及
び
不
正
に
関
す
る
吾
々

の
最
も
厳
格
な
る
判
断
は
、
理
性
の
蹄
納
か
ら
引
出
吉
れ
た
格
率
及
び
観
念
に
依
っ
て
規
制
さ
る
、•• 

:
・
:
此
の

限
り
に
於
て
、
此
の
抽
出
力
は
、
賞
讃
及
び
按
尽
の
源
泉
及
び
原
理
ご
し
て
考
へ
る
こ
さ
が
出
来
る
』
犯
の
で
あ
っ

1
、
此
の
意
味
に
於
て
理
性
設
は
正
蛍
で
あ
る
。
然
ら
ば
理
性
設
の
由
明
知
は
何
れ
に
在
る
か
?

『
理
性
は
、
疑
も
な
く
道
徳
の
一
般
的
法
則
の
源
泉
で
あ
り
、
且
つ
此
の
法
則
に
依
っ
て
吾
々
が
柏
崎
す
所
の
総

て
の
道
徳
的
判
断
り
源
泉
で
は
ゐ
る
け
れ
ど
も
、
併
L
一
般
的
法
則
が
形
成
さ
る
、
所
の
特
定

ω場
合
に
於
て
、

正
及
び
不
正
の
最
初
の
如
費
が
、
理
性
か
ら
引
出
さ
れ
得
る
ご
仮
想
す
る
こ
ご
は
、
ス
宮

f
無
稽
で
あ
り
且
つ
不
可
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解
で
ゐ
る
。
是
等
の
最
初
山
知
賢
は
、
或
る
一
般
的
法
則
が
立
脚
せ
る
他
の
総
て
の
経
験
ご
同
じ
く
w

理
性
の
謝

象
た
り
得
干
し
て
、
宜
接
成
血
官
及
び
成
情
(
ド
ロ

MEa-即
時
印
耳
目
回
目

E〔

H
P一
一
口
問
)
の
そ
れ
で
あ
る
0

・
-
:
:
・
理
性
は
、

成
特
定
心
掛
象
を
ば
、
集
も
の
、
録
的
に
好
ま

L
く
若
く
は
好
ま
し
か
ら
ぎ
る
も
の
た
ら
し
め
る
こ
ご
は
出
来
な

ν。
理
性
は
唯
並
(
ゆ
封
象
が
‘
自
然
に
喜
ば
し
く
若
〈
は
喜
ば
し
が
ら
ず
る
或
他
の
も
の
を
得
る
た
め
の
手
段
た

る
こ
己
を
示
す
の
み
で
あ
ら
う
。

ja--
唱
が
併
し
、
そ
れ
自
身
の
矯
め
に
好
し
く
若
〈
は
好
ま
し
か
ら
ぎ
る
も
の

は
、
直
接
戚
鐙
及
び
成
情
に
依
っ
て
、
然
(
せ
し
め
ら
る
、
も
の
、
み
で
あ
る
。

『
そ
れ
故
に
、
若
し
も
徳
が
あ
ら
ゆ
る
特
定
の
事
例
に
於
て
、
そ
れ
自
身
の
潟
め
に
必
然
に
精
品
仰
を
嘆
し
ま
し

め
、
ま
穴
若
し
も
不
徳
が
、
同
じ
〈
そ
れ
自
身
の
矯
め
に
不
快
な
ら
し
む
る
な
ら
ば
、
か
、
る
方
法
に
依
っ
て
徳

に
劃
し
て
吾

7
f近
づ
か
じ
め
、
不
徳
よ
り
吾
々
デ
，

血
畳
買
及
ぴ
戚
情
で
あ
る
」
~
出
。
斯
様
に
彼
は
結
論
す
る
の
で
ゐ
る
O

備
て
、
稲
田
博
士
の
請
は
る
、
「
倫
環
生
活
の
統
制
原
理
」
ご
は
、
ス
ミ
且
の
所
謂
「
徳
の
本
質
」
即
ち
道
徳
的
判

断
の
標
準
を
指
き
る
、
も
の
で
ゐ
ら
う
か
?
若
〈
は
道
徳
的
判
断
の
能
力
の
問
題
を
指
き
る
、
で
あ
ら
う
か
?

そ
れ
が
理
円
で
あ
る
宣
言
は
る
よ
紬
か
巴
見
れ
ば
、
判
断
能
力

ω撲
に
も
見
え
る
が
、
併
し
古
う
だ
ご
す
れ
ば
、

子
、
、
ス
の
言
ふ
様
に
、
『
此
の
第
二
の
問
題
の
決
定
は
、
思
索
上
に
は
栂
酌
て
重
要
で
は
あ
る
が
、
賞
用
上
に
は

其
れ
は
軍
な
る
哲
間
半
的
好
奇
の
事
柄

(
ω
E
q
o
E

ュ2
。『同法口。
ωoち
E-nz口。
t
q
)
た
る

ぞ
れ
が
「
倫
理
生
活
の
統
制
原
理
」
又
は
「
譜
導
原
理
」
芯
な
b
得
る
筈
は
な
い
。
け
』

に方1
過 椛
ぎで
ぬな
L寸IiG)い
じっ
で
ゐ
る
力通

ら、

れ
ど
も
亦
其
れ
が
約
一
の
倫
理
的
判
断
の
標
準
に
関
す
る
も
内
己
す
る
な
ら
ば
、
既
に
述
べ
た
る
如
〈
、

設

苑

A 

ヨL

Jえ

ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
白
串
簡
に
関
し
て
澗
田
博
士
自
教
を
乞
ム

第
十
八
巻

(第六時制一

O
一一一)一一一九

ibid.， p. 339 
ibid.， p. 325. 
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苑

アダム・
λ

ミ
ス
白
事
現
に
闘
し

τ嗣
田
博
士
白
教
を
乞
ふ

第
十
入
容

詑

は
此
の
問
題
に
閲
し
て
何
等
理
性
に
糊
れ
て
居
な
い
。
か
〈
て
私
は
、
見
ミ
ー
の
「
倫
理
生
活
の
統
制
原
理
は
理

性
で
ゐ
る
」
ご
主
張
さ
る
、
博
士
の
設
を
解
す
る
に
苦
し
な
も
の
で
あ
る
が
.
依
り
に
一
ス
ミ
旦
の
所
謂
「
第
二
の
問

題
』
に
関
す
る
も
の
ご
し

τも
、
見
一
司
、
ス
が
理
性
設
の
長
所
を
認
め
な
が
ら
倫
ほ
之
を
却
け
た
こ
ご
は
、
前
述
す

る
所
に
よ
っ
て
明
ら
か
で
あ
ら
う
。

稲
田
博
士
は
、
『
彼
れ
(
ス
ミ
ス
〉
が
同
情
を
以
っ
て
倫
理
生
活
道
徳
生
活
の
統
制
原
開
ご
し
た
の
で
な
い
ご
い
ふ

事
は
・
彼
れ
は
次
の
言
葉
を
以
戸
て
言
っ
て
居
り
ま
す

1

」
。
ご
言
っ
て
引
用
き
る
、
唯
一
の
個
所
は
、
「
同
情
苦
い

ふ
言
集
に
非
常
な
る
弊
が
あ
る
」

lzの
且
ミ
ヌ
の
言
葉
な
る
が
、
私

ω見
る
所
で
仏
、
此
の
文
句
は
彼
れ
が
理
性

設
を
採
っ
た
古
い
ふ
殻
嬢
百
な
り
得
る
も
の
で
は
な
く
て
、
ヒ
ュ
|
ム
の
利
己
的
同
情
設
を
却
け
て
自
己
満
特
の

子
、
、
見
は
理
性
設
の
弱
貼
を
街
い

(
第
六
規
一

O
回
)
一
一
二

O

同
情
設
を
軒
立
て
た
こ
ご
を
示
す
も
の
に
外
な
ら
泊
。
既
に
越
よ
る
が
如
〈
、

て
、
之
仁
代
ふ
る
に
「
夜
接
成
長
及
び
戚
情
」
を
支
持
し
た
る
が
、
此
の
後
者
に
局
す
る
も
の
ご
し
て
、

ン
の
道
徳
戚
及
び
ヒ
ュ
1

ム
の
刺
己
的
若
〈
は
功
利
的
同
情
設
を
暴
げ
て
居
る
。
子
司
、
ー
は
利
己
的
同
情
設
に
反

劃
し
て
『
岡
崎
は
如
何
な
る
怠
味
に
於
て
も
、
利
己
的
原
理
Z
看
倣
す
ご
ご
は
出
来
な
い
」
lzν
ふ
υ

何
言
な
れ

ば
『
同
情
は
、
主
ご
し
て
関
係
し
た
る
人
吉
の
閑
に
地
位
の
想
像
的
鞠
換
を
な
す
ニ
ご
に
よ
り
起
る
ご
最
も
滴
嘗

に
請
は
る
、
が
、
併
し
此
の
想
像
的
特
換
は
、
余
自
身
の
人
格
及
び
品
牲
に
於

τ起
る
に
あ
ら
宇
し
て
、
余
が
同

情
を
且
同
す
る
所
の
芸
人
の
人
格
及
び
口
同
性
に
於
て
起
る
ご
想
は
る
、
。
:
:
余
は
田
中
に
余
の
境
過
を
波
Z
輔
換

す
る
の
み
な
色
争
、
人
格
及
び
ロ
間
性
を
時
換
す
る
。

εれ
故
に
余
の
哀
愁
は
金
〈
放
の
潟
め
で
ゐ
っ
て
、
歪
も
余

自
身
の
潟
め
で
は
な
い
切
か
ら
で
あ
る
。
『
然
る
に
総
て
の
戚
精
及
び
愛
情
を
ば
、
自
一
変
心
か
ら
演
緯
せ
ん
芭
す

ρ

ッ
チ
旦

商皐軒阿E、四ー七頁白
商苧研究、前掲娘、四一七頁。
Moml Sentiments. p. 330 
ibid.. p. 330 
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る
所
の
、
世
間
に
於
て
斯
〈
ま
で
暗
L
〈
言
は
れ
た
所
の
・
人
間
の
性
質
に
就
て
ゆ
纏
て
の
設
明
は
、
余
の

見
る
所
で
は
.
同
情
に
閲
す
る
準
設
の
或
る
混
雑
せ
る
誤
解
か
ら
起
っ
た
も
の
で
あ
る
」
I

A

ミ
旦
の
此
等
の
言
葉

に
よ
っ
て
見
れ
ば
、
博
士
が
引
設
さ
る
、
唯
一
の
文
句
は
、
博
士
の
設
を
根
榛
つ
り
る
も
の
で
は
な
く
1
、
却
っ

て
見
ミ
旦
濁
特
の
同
情
設
を
裏
書
す
る
も
の
で
は
な
か
ら
う
か
Z
思
ふ
。
要
す
る
に
私
の
見
る
所
で
は
、
ス
ミ
旦

の
倫
理
設
は
矢
張
λ

リ
同
品
川
設
ご
謂
ふ
べ
き
も
の
で
ゐ
っ
て
、
緬
田
博
士
は
、
「
彼
れ
の
倫
理
事
が
同
情
を
以
っ
て

出
立
す
る
な
ど
、
い
よ
こ
ご
は
、
ご
ん
で
も
な
い
問
蓮

r
・
此
謬
想
を
去
ら
な
り
れ
ば
、
彼
れ
の
第
三
世

界
、
彼
れ
の
厚
生
哲
皐
の
依
っ
て
立
つ
所
の
基
礎
は
理
解
で
き
な
い
」
さ
言
は
る
、
が
、
私
は
蹟
面
も
な
く
此

の
「
謬
想
』
を
固
執
す
る
者
で
あ
ウ
て
、
従
っ
て
子
、
、
z
の
厚
生
哲
問
中
を
理
解
し
符
43
る
も
の
な
る
こ
Z
を
告
白
す

る。

J¥ 

割
払
は
次
仁
博
士
の
所
謂
『
厚
生
哲
皐
」
及
び
「
第
三
園
家
』
仁
就
て
殺
を
仰
ぎ
た
い
。
博
士
に
従
へ
ば
、

は
、
経
済
生
活
を
以
つ
d

自
然
法
則
の
生
活
ご
な
し
、
倫
理
生
活
を
以
っ
て
理
性
法
則
の
生
活
Z
な
し
、
「
此
の

明

理
性
の
生
活
ご
自
然
法
則
的
生
活
Z
を
調
和
す
る
所
の
不
可
繰
第
三
帝
園
』
ー
が
、
卸
も
「
彼
れ
に
於
て
は
闘
家
主

い
ふ
観
念
切
で
ゐ
っ
て
、
『
此
第
一
一
一
の
帝
闘
に
於
て
、
彼
れ
の
厚
生
哲
事
正
レ
ふ
も
の
が
、
闘
士
た
る
所
の
彼
れ

に
依
っ
て
樹

τら
れ
た
』
出
己
主
張
古
る
、
。
さ
う
し
て
今
日
ま
で
『
比
雨
者
が
調
和
さ
る
、
所

ω第
三
の
世
界
、

白

第
三
の
帝
閤
ご
い
ふ
も
の
が
見
出
吉
れ
な
か
っ
た
』
ー
の
は
、
『
彼
れ
(
丸
、
ミ
ス
)
に
立
振
な
る
闘
家
論
あ
り
、
立
探
な

関

る
政
治
哲
血
干
の
あ
る
苦
い
ふ
事
M
Y

多
〈
忘
れ
ら
れ
て
居
た
」
ー
か
ら
で
あ
り
『
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
に
園
家
皐
が
あ
る
ご

ァ

r
ム
・
ス
ミ
ス
の
畢
誼
に
闘
し
t
嗣
田
博
士
の
敬
を
乞
ふ

-̂ 

.:>ミ

話

宛

(
第
六
銃
一

O
宜
)

第
十
人
巻

。
頁
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ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
の
事
設
に
闘
し
て
楠
田
博
士
の
数
量
乞
ふ
第
十
八
巻
(
第
六
挽
一
O
宍)一一一一一一

レ
ム
事
は
、
除
!
り
知
ら
れ
て
居
な
い
o

或
は
殆
ん
ど
知
ら
れ
て
居
な
い
」
問
か
ら
で
あ
る
さ
言
は
る
、
。
私
の
寡
聞

に
し
て
諜
h
，
な
け
れ
ば
、
舎
て
ニ
コ
断
ス
ン
殺
授
の
た
〉
早
。
}
内
与
え
開
目
立
花
ョ
な
る
著
述
が
ゐ
り
、
こ
れ
が
既

苑

設

に
大
正
六
年
関
口
健
一
郎
氏
に
依
つ

τ、
「
ア
ダ
ム

-
z
ミ
見
の
帝
図
主
義
制
し
ご
し
て
邦
諜
せ
ら
れ
て
居
る
様
で

あ
る
が
、
併
し
私
は
今
、
彼
れ

ω
国
家
削
酬
を
直
後
に
検
討
せ
ん
ご
す
る
も
の
で
は
な
い
。
唯
以
上
越
べ
来
れ
る
所

に
依
つ

τ、
λ

ミ
ス
の
第
三
帝
閤
を
「
講
義
』
に
求
町
九
ご
す
る
は
正
嘗
で
な
〈
、
叉
「
諸
国
民
の
宮
」
の
第
五
容
に

之
を
後
見
せ
ん
ご
す
る
は
、
無
理
で
は
な
か
ら
う
か
て
す
る
な
の
主
張
は
、
明
か
に
せ
ら
れ
た
-
=
」
、
思
ふ
。
私

は
以
下
、
博
士
の
理
論
英
の
も
の
に
就
き
、

一
二
の
裁
を
受
け
た
い
ご
思
ふ
o

私
は
、
問
士
自
身
の
つ
厚
生
耕
一
事
」
に
就

τは
、
未
行
不
辛
に
し
7

多
く
を
聴
(
の
機
舎
を
有
だ
旧
制
。
従
っ
て
共

れ
が
如
何
な
る
構
成
さ
内
容
を
有
す
る
か
に
就
き
、
明
ら
か
に
し
得

5
る
を
憾
む
も
の
で
あ
る
が
、
少
く
ご
も
此

の
論
文
に
表
れ
た
範
閣
で
は
、
そ
れ
は
同

gき
E
H
E
i
。
『
更
の
忘
『
め
で
あ
ら
、
今
日
の
腐
格
経
済
に
謝
す
る
反
抗

の
雄
叫
び
で
ゐ
る
こ
Z
は
明

hrt
あ
る
。
き
う
し
て
横
格
経
済
を
却
け
て
、
必
要
経
済
を
高
唱
さ
る
、
様
に
見
え

る
所
が
ら
察
す
れ
ば
、
詞
ふ
所

ω厚
生
哲
間
半
は
枇
曾
主
義
を
意
味
せ
ら
る
、
様
に
も
見
え
る
o

『
資
本
的
債
格
経

携
の
や
り
か
た
は
、
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
見
に
於
て
は
全
然
否
認
せ
ら
れ
て
居
る
」
こ
ご
を
以
っ
て
、
旦
ミ
ス
が
厚
生
哲

間
半
岩
で
ゐ
る
ζ

ご
の
一
の
読
懐
ご
せ
ら
る
、
結
か
ら
見
れ
ば
、
厚
生
哲
間
半
ご
資
本
的
調
格
経
済
ご
は
、
雨
立
廿
一

F

る
も
の
、
様
に
も
見
え
る
が
、
併
し
又
一
方
に
、
博
士
は
、
枇
曾
主
義
経
糖
皐
者
ω

7

Y
ク
ス
を
盛
に
攻
撃
し
て

居
ら
れ
る
間
勤
か
ら
見
れ
ば
、
そ
れ
は
枇
曾
主
義
ご
も
巣
る
も
の
で
あ
ら
う
o

一
克
来
謂
は
る
、
所
の
厚
生
君
。
-
F
E

博
士
の
推
稗
せ
ら
る
、
ー
ピ
ポ

1
氏

Z
は
何
を
意
味
す
る
か
?

幸
一
臓
の
内
容
は
如
何
な
る
も
の
で
あ
る
か
?

向上、同0--頁。 J08) 同」、問ーー頁、三九五頁。
同上、四七百。
Pigou_， E.~on'o?1~~~ o(_~Velfare. Part.I， Ch. I， .， 5， (pp. 10-11.)高垣寅
主郎氏『快梨主義組涛亭設の心理的基礎H商事研究、第三巻、第二瞬、大
O二一六O七頁)。
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の
所
謂
幸
摘
は
、
私
に
し
て
漠
り
な
け
れ
北
、
経
済
的
幸
摘
で
あ
り
、
一
般
的
幸
摘
の
中
、
貨
幣
を
以
っ
て
秤
量

し
得
る
部
分
を
指
す
も
の
、
様
で
あ
る
が
も
然
ら
ば
斯
か
る
幸
摘
は
、
貨
幣
償
値
若
〈
は
慣
格
ご
如
何
に
相
違
す

る
も
の
で
あ
る
か
?
叉
調
は
る
、
所
の
哲
皐
さ
は
如
何
な
る
意
味
の
も
の
で
ゐ
る
か
?
ピ
グ
!
氏
の
謂
ふ

何
百
口

0
5
2
は
、
三
百
円

ozm}再
円
。
『
ゅ
の
規
範
哲
問
中
で
は
な
〈
て
、
三
百
三

ω
E
L
三
百
円
件
。
ロ
含

g
Z
の
賃
設

科
皐
で
ゐ
る
様
に
見
え
る
が
、
η

繭
田
博
士
の
そ
れ
は
之
ご
同
じ
意
味
で
あ
ら
う
か
?
総
て
是
等

ω
結
は
、
未
だ

博
士
の
教
に
接
せ

F
Z
所
で
あ
る
。
既
に
通
ぶ
る
が
如
〈
、
一
図
の
政
治
総
債
の
目
的
が
、
業
関
民
ψ
幸
繭
を
増

進
す
る
に
あ
る
。
へ
き
こ
さ
は
、
何
人
も
異
論
な
か
る
ペ
き
閏
明
の
理
で
あ
っ
て
、
厚
生
哲
皐
が
皐
に
此
の
自
明
の

現
を
標
携
す
る
に
過
ぎ
古
る
も
の
な
ら
ば
、
其
は
何
等
小
川
内
容
な
き
空
文
に
終
る
で
あ
ら
う
。
問
題
は
如
何
に
し

て
此
の
目
的
を
遺
す
ぺ
き
か
に
ゐ
っ
て
、
此
の
政
策
若
〈
は
政
策
原
理
の
岐
品
、
所
仁
、
そ
れ
ん
¥
の
主
張
が
存

在
す
る
も
の
ご
思
は
る
、
が
、
博
士

ω
此
の
論
文
の
範
囲
で
は
、
不
微
な
私
の
能
力
は
其
れ
を
洞
察

L
得
な
い
の

を
蛾
む
。
従
っ
て
ス
ミ
ス
の
厚
生
哲
問
中
を
も
、
十
分
に
理
解
し
得
ザ
ロ
る
者
で
め
る
。

第
二
に
、
閥
家
生
活
ご
終
糖
生
活
及
び
倫
理
生
活
さ
の
関
係
に
就
て
、
博
士
の
数

V
受
け
た
い
さ
思
ム
。
樽
士

に
従
へ
ば
、
見
ミ
ス
に
於
け
仏
岡
家
生
活
は
、
後
の
二
つ
の
生
活
の
『
調
和
す
る
所
同
若
〈
は
「
調
和
?
:
一
腕
』
m

或
は
叉
「
結
♂
付
〈
4

き
所
同
で
ゐ
る
さ
言
は
る
、
。
然
ら
ば
此
の
園
中
部
生
活
に
於
け
る
生
活

ω原
理
若
〈
は
統

制
原
理
は
知
何
な
る
性
質
の
も
の
で
あ
る
か
の
問
題
が
起
る
が
、
博
士
は
一
方
に
於
て
、
『
閥
家
の
一
奥
へ
る
所
の

め

百
E
口
々
ご
い
ふ
事
一
炉
、
凡
悶
の
『
官
官
E
E
m
幸
一
踊
ぜ
い
ふ
事
を
構
成
す
る
も
の
で
あ
る
』
可
芭
言
は
れ
、
他
方
に

於
て
、
「
此
の
第
三
三
官
図
に
於
て
彼
れ
の
厚
生
官
事
正
い
ふ
も
の
が
樹
て
ら
れ
た
」
出
三
百
は
る
、
を
見
れ

詑

苑

第
十
八
番

ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
の
串
設
に
閲
し
て
嗣
同
博
士
の
敬
E
乞
ふ

(
第
六
時
制
一

O
七
)

高垣氏、前掲論文、ブミO三頁。

向上、三九三頁。
向上、三九三}'i。
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設

ア
ダ
ム
・
ス
さ
ス
の
畢
設
に
闘
し
て
耐
同
博
士
の
敬
を
乞
ふ

四

(
第
六
貌
一
の
八
)

苑

第
十
八
巻

A

更。
-
P
E
2
宮
古
立
ロ
2ω

に
在
る
ご
せ
ら
る
、
の
で
ゐ
ら
う
。
然
ら
ば
閤
民
の

ば
、
園
一
家
生
活
の
統
制
原
理
は
、

幸
繭
を
其
の
統
制
原
理
ご
す
る
岡
家
生
活
は
、
自
然
法
則
の
生
活
で
ゐ
ら
う
炉
?
若
〈
は
理
性
法
則
の
そ
れ
で

あ
ら
う
か
?
言
ム
迄
も
な
〈
其
れ
は

E
C
E
O
B
Q
E
の
世
界
で
は
な
〈
C
、
叶
巳
E
F四
日
の
世
界
で
ゐ
b
、

〈

q
E忌
の
E
E
N
の
世
界
で
あ
る
。
的
ち
岡
家
生
活
は
雨
者
の
自
然
に
『
調
和
す
る
所
』
で
は
な
〈
て
、
或
目
的

の
た
め
に
雨
者
が
「
調
和
さ
る
、
所
」
で
あ

h
、
若
〈
は
「
結
び
付
く
〈
き
所
」
で
ゐ
る
o

然
ら
ば
此
の
如
、
吉
岡
家
生

活
ば
、
よ
〈
雨
者
の
調
和
を
期
す
る
こ
Z
が
出
来
る
が
け
と
う
が
?
博
士
も
亦
此
の
雄
結
を
認
め
ら
れ
る
か
ら
、

同“

前
に
は
雨
者
り
調
和
結
合
を
設
吉
、
「
理
性
の
み
で
な
く
叉
自
然
法
則
の
み
で
な
い
γ

所
の
第
三
の
世
界
」
ー
を
暴
げ

ら
れ
た
が
、
後
に
は
「
此
第
三
世
界
に
於
て

ω
口問

)
2
5ロ
マ
ご
日
)
氏
。
コ
々
を
持
っ
て
居
る
の
は
刊
と
っ
ち
で
ゐ
る
か
、

η
 

9
1
ズ
ン
で
あ
る
」

l

ご
せ
ら
れ
て
居
品
。
悶
民
的
り
宅
内
一
P
R

:
・
云
ふ
ま
で
も
な
く
テ
V

オ
ロ
ギ
ー
で
あ
る
。

を
統
制
原
理

h

と
す
る
国
家
生
活
が
、
同
ゲ

-gzmr
の
世
界
で
ゐ
る
'
-
ご
は
、
国
よ
り
常
然
で
あ
る
が
、
既
に
園
家

生
活
に
よ
っ
て
図
民
各
個
の
経
済
生
活
、
倫
理
生
活
を
規
制
せ
ん
ざ
す
る
以
上
、
ぞ
れ
は
所
謂
図
家
絶
掛
主
義
で

あ
っ
て
・
閤
民
各
個
の
経
済
生
活
に
於
け
る
利
不
利
も
、
倫
理
生
活
に
於
け
る
善
感
も
、
一
に
岡
家
生
活
を

C
T

Z
E
E
o
m司自己
R
ι
z
し
て
判
断
せ
ら
る
ヰ
き
で
あ
り
、
此
の
如
き
絶
品
割
的
国
家
生
活
の
下
に
於
て
自
然
法
則
や
理

炉
、
る
絶
調
的
岡
家
主
義
が
、

性
法
則
の
存
在
す
る
徐
地
ゐ
る
や
が
既
に
問
題
Z
な
る
の
み
な
ら
争
、

自
由
放
任
主
義
ご
相
容
れ

F
る
こ
ご
は
、
回
よ
り
明
瞭
で
ゐ
ら
う
ぜ
思
ふ
o

見
ミ
且
の

九

最
後
に
私
は
、

ー
ミ
旦
に
於
け
る
経
済
生
活
は
自
然
法
則
の
世
田
弁
で
あ
り
、
倫
餌
生
活
は
理
性
法
則
の
世
界
で

同上、問。大一四O七頁。iケケ)



λ

ミ
旦
は
人
聞
の
経
済
生
活
に
於
て
は

人
聞
の
目
的
が
介
在
す
る
時
伸
一
地
の
な
い
所
の

司
m
R自
主
宣
言

E
r
E
E
Z
B
、
宮
古
門

m
a
E
N一
一
各
自
然
法
則
の
世
界
で
あ
る
ご
し
た
c

経
済
的
世
界
は

理
性

R
E
S
-
H
n
r
c
E一
四
百
の
少
し
も
入
ら
な
い
世
界
、
生
活
の
目
的
は
少
し
も
入
ら
な
い
世
界
、
カ
ウ
ノ
ザ
二
プ

お

ヰ
チ
エ

V

1

の
支
配
す
る
世
界
で
あ
る
ぜ

L
た」
I
E
謂
は
る
、
が
、
悲
の
見
る
所
に
依
れ
ば
、
見
ミ
旦
の
利
己
主

義
に
よ
る
自
然
法
則
の
世
界
は
、
必
宇
L
も
生
活
目
的
を
排
除
す
る
も
の
で
は
な
い
ピ
思
ふ
o

彼
れ
が
総
て
の
経

済
現
象
を
利
己
主
義
に
よ
る
自
然
法
則
か
ら
説
明
せ
ん
ざ
す
る
一
怠
味
は
、
佃
人
の
生
活
が
白
然
法
則
仁
依
b
て
支

配
き
る
、
こ
ご
を
意
味
し
な
レ
。
所
謂
利
己
ご
は
、
人
間
生
活
に
於
り
る
刺
己
的
判
断
で
あ

b
、
利
己
的
目
的
で

あ
る
。
従
っ
て
利
己
主
義
の
世
界
吉
雄
も
、
明
人
間
の
目
的
が
介
在
す
る
伶
地
の
な
い
」
世
界
で
も
な
く
、
叉
「
生

活
目
的
は
少
し
も
入
巳
な
い
世
界
」
で
も
な
い
ご
考
へ
も
る
、
。
個
人
の
経
済
生
活
に
は
、
利
己
ご
い
I

ム
生
活
目

的
が
あ
り
、
彼
れ
の
行
動
の
各
々
に
就
て
、
ぞ
れ
ハ
¥
の
場
合
に
利
己
を
標
準
ご
す
る
債
値
判
断
を
件
は
ざ
る
を

得
な
い
。
ぞ
れ
放
に
、
車
純
に
、
見
ミ
ス
に
於
け
る
総
務
生
活
は
自
然
法
則
の
世
界
で
あ
る
芭
し
て
、
之
を
倫
理

生
活
の
理
性
世
界
ご
封
立
せ
し
め
ら
る
、
博
士
の
設
は
、
少
〈
芭
も
人
を
誤
ら
し

U
る
も
の
で
は
な
か
ら
う
か
ご

思
ふ
。

あ
る
古
せ
ら
る
、
博
士
の
設
に
就
て
も
疑
が
あ
る
。
博
士
に
従
へ
ば
‘

『
会
〈
利
己
主
義
か
ら
一
切
の
事
が
後
展
し
干
し
来
る
の
で
あ
っ
て
、

所
詞私

の
見
る
所
で
は
、
月
ミ
ス
の
特
徴
は
利
己
是
認
に
ゐ
る
。
個
人
の
利
己
的
判
断
が
「
見
作
、
さ
る
手
」
に
導
か
れ

て
岡
韓
の
利
己
に
一
致
す
る
。
犬
故
に
圏
健
の
利
己
を
期
す
る
に
は
、
個
人
の
利
己
的
判
断
を
是
認
し
、
之
に
放

任
す
ぺ
し
ご
云
ふ
に
あ
る
。
従
っ
て
伺
人
的
鬼
地
か
ら
見
た
経
務
生
活
に
は
、
明
ら
か
に
腐
値
判
断
が
あ
h
、
日

設

苑

ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
自
皐
誌
に
闘
し
て
踊
団
博
士
の
敬
を
乞
A

(
第
六
貌
一
O
九
)
一
一
一
一
五

第
十
人
各

向上、四一ニ頁。)
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設

苑

ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
の
串
設
に
闘
し
て
一
一
肌
凹
博
士
白
歌
を
乞
ふ

第
十
八
巻

(
第
六
焼
一
一
O
)

一
一
二
六

的
が
あ
る

o
故
に
此
の
意
味
に
於
て
は
、
経
済
生
活
は
叶
己

g-oqo
の
世
界
で
あ
り
、
〈
ぬ
円
ロ
戸
E
沖
の
世
界
で
あ
っ

て
、
同
E
B
0
2
n
E
M同
の
世
界
で
は
な
い
o

併
し
乍
ら
一
度
阪
を
鴎
じ
て
固
健
的
見
地
に
立
つ
な
ら
ば
、
其
彪
に

は
何
等
「
目
的
が
介
在
す
る
除
地
」
も
な
く
必
要
も
な
く
、
「
生
活
目
的
は
少
L
も
入
ら
な
い
世
界
」
ご
な
る
。
な
は

λ

ミ
月
の
経
済
生
活
を
此
の
如
〈
解
し
て
居
る
。

然
ら
ば
倫
理
生
活
は
、
博
士
の
謂
は
る
、
様
に
、
理
性
法
則
の
世
界
で
あ
る
か
ど
う
か
?
一
言
ふ
迄
も
な
〈

個
人
の
道
徳
生
活
に
は
、
善
悪
正
邪
の
目
的
原
因
が
あ
る
か
ら
、
此
の
意
味
に
於
1
ぞ
れ
は
経
済
生
活
ど
同
じ
〈

目
的
の
世
界
で
あ
り
、
師
偶
値
判
断
の
生
活
で
あ
る
o

限
此
の
岡
闇
値
判
断
は
、
院
に
述
、
へ
た
る
如
く
、
第
二
次
的
に

は
人
聞
の
理
性
よ
り
来
る
が
、
併
し
第
一
次
的
に
は
結
局
戚
情
じ
よ
る
外
な
い
ご
い
ふ
所
に
、

λ

ミ
ス
の
「
道
徳

戚
情
論
』
の
特
徴
が
あ
る
。
さ
う
し
て
此
の
倫
理
生
活
の
個
人
的
判
断
が
、
園
鶴
的
に
見
た
る
倫
理
的
判
断
言
如

何
に
交
捗
す
る
か
?
此
の
駄
が
郎
も
、
月
ミ
λ

に
於
て
倫
理
準
正
法
的
学
ご
の
交
渉
す
る
駄
で
あ
っ
て
、
彼
れ

世

は
、
『
道
徳
戚
情
論
」
の
思
索
を
進
む
る
に
従
っ
て
、
問
題
の
解
決
上
自
ら
此
黙
に
喰
ひ
入
ら

F
る
を
得
な
か
っ

た
c

是
れ
彼
れ
が
、
特
に
筆
を
捌
か
ん
ざ
す
る
最
後
に
至
り
て
、
『
道
徳
哲
皐
の
有
盆
な
る
二
つ
の
部
品
川
は
、
倫

理
由
晶
子
正
法
事
こ
で
あ
る
』

J
遮
ミ
雨
者
の
交
渉
を
考
へ
て
ゐ
る
所
以
で
あ
る
C

慨
に
述
べ
た
る
如
〈
、
ス
ミ
ス

回

に
依
れ
ば
、
『
吾
々
の
道
徳
的
判
断
の
大
部
分
を
左
右
す
る
は
、
道
徳
の
一
般
的
格
率
及
び
観
念
に
依
る
」
ー
も
の

な
る
が
、
此
の
吾
々
の
「
行
動
を
規
制
す
べ
き
正
義
の
一
般
的
法
則
」
山
は
、
一
方
に
各
閣
の
払
払
ご
な
っ

τ表
れ
、

此
虞
に
道
徳
正
法
律
、
己
が
交
渉
す
る

o
z、
こ
で

7
2
ω
官

E
g
n
o
を
れ
立
て
ん
さ
す
る
試
み
は
、
先
づ
成
文
法
の

準
設
ご
し
て
表
は
れ
来
る
が
、
併
し
「
政
府
の
利
害
若
(
は
政
治
を
専
檀
す
る
特
権
階
級
の
人
々
が
、
其
闘
の
成

叫mo p
 

o
 

v
 

s
 

n
 

R
 

T
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U
7
6
 

J
3
3
 

r

q

J
内
も

J

e
 

q
u
p
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え

1
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M
M

N
h
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j
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9
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回

文
法
を
ば
、
自
然
的
豆
義
の
命
A
V
る
所
の
も
の
か
ら
歪
め
さ
せ
る
」
ー
か
ら
、
「
如
何
な
る
聞
に
於

t
も
、
成
文
法

の
決
定
が
、
あ
ら
ゆ
る
場
合
に
於
て
正
義
の
自
然
成
の
指
示
す
る
所
の
法
則
正
一
致
し
な
い
v
o
従
っ
て
成
文
法
の

鴨
系
は
、
俄
ム
ザ
そ
れ
が
純
々
な
る
時
代
及
び
図
民
に
於
け
る
人
類
の
戚
特
の
記
録
、

L
て
最
大
の
糠
威
に
値
す
ご

は
菅
へ
、
自
然
的
亙
義
的
法
則

ω正
確
な
る
鰻
系
ご
看
倣
す
こ
ご
は
出
来
な
い
。
」

1

そ
一
』
で
「
線
1
の
成
文
制
度
ご

別

離
れ
て
、
正
義
の
自
然
的
法
則
の
何
た
る
か
を
研
究
す
る
」

1

こ
ご
に
依
っ
て
、
『
総
て
の
悶
民

ω法
律
を
貫
通
す

町

甲
へ
〈
、
且
つ
其
等
の
根
祇
た
る
〈
き
所
の
一
般
的
原
理
の
鵠
系

ω設
定
を

H
的
正
す
る
」
]
所
の
、

γ己
切
勺
百
【
同

2
2
w

z
E
E巳
7
2
1
ぇ
2
2
】
町

E
o
g
-
u
E
Y
Cご
釦
唱
を
必
要
ご
す
る

o
此
の
見
解
の
下
仁
、
彼
れ
は
「
道
徳
域
情
論
」

の
最
後
に
於
1
、
V-
ユω司
E〔

凶

2
2
の
公
升
を
時
四
告
し
た
の
で
あ
っ
た
。

然
ら
ば
閤
閥
的
見
地
に
於
け
る
倫
理
生
活
の
法
則
は
、
如
何
な
る
性
質
の
も
の
か
?
此
の
黙
仁
就
き
A

ミ旦

は
明
確
な
る
解
容
を
奥
へ
て
居
ら
ぬ
け
れ
ど
も
、
割
払
の
見
る
所
で
は
、
其
は
恰
も
岡
際
的
見
地
じ
於
け
る
経
済
生

活
!
の
法
則
正
問
ヒ
〈
、
極
め
て
自
然
的
な
も

ωで
め
ら
う
=
想
は
れ
る
こ
ご
は
、
彼
れ
が
常
に

E
Z円
と
な
る
文

字
を
周
ふ
る

1
i
E
2
2
こ
5
昨日

O
U
S
E
E
-
m
何回話。同』己
ω
t
o
n
-
E
E払
F
d
ぐ。こ
5
E
n
o
h
E
Z
H巳

]
C
H
E
E』

母
R
O
再三
1

|
ニ
三
か
ら
し
て
、
略
々
想
像
さ
る
、
所
な
る
が
、
真
仁
彼
れ
の
哲
曲
学
思
想
乃
至
宇
宙
甑
を
見
る

仁
及
ん
で
、
此
事
は
明
か
仁
枝
抽
出
づ
り
ら
れ
る
で
あ
ら
う
。
彼
れ
の
哲
皐
思
想
に
就
て
は
、
最
近
苦
闘
に
も
宥
盆

紛

な
紹
介
が
出
て
居
る
か
ら
、
』
私
は
議
に
賛
す
る
こ
子
宮
搾
へ
る
が
、
要
寸
る
に
旦
ミ
ー
の
考
へ
仁
依
れ
ば
、
宇
宙

の
総
て
の
現
象
は
、
紳
の
創
定
す
る
目
的
を
質
現
す
る
わ
九
め
、
必
然
的
因
果
の
支
配
を
受
け
て
、
整
然
た
る
統
一

的
調
和
を
保
っ
て
居
る
も
の
で
、
直
々
た
る
人
間
の
現
品
開
や
作
震
や
は
、
此
の
大
字
宵
を
支
配
す
る
必
然
的
法
則

設

施

第
十
λ
巻

ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
の
事
設
に
闘
し
て
刷
田
博
士
の
教
を
乞
ふ

(
第
六
統
一
一
こ

七

~Þi(-t.， p. 396. 183) ihir1.， p. 397 
ibid.. p. 397. 討ら) ibid.， p. 398. 
開岡敬太郎氏、アダム・スミスの官事思想(闘民組湾雑誌、第三十四巻、串
穴競)。恒藤皐士、道徳的債値判断に闘するスミス白思恕〔部情論叢、第十
λ巻、第一説)。
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説

苑

ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
の
皐
詑
に
闘
し
て
繭
田
博
土
の
殺
を
乞
ふ

第
十
八
巻

(
第
六
毅
一
一
一
一
)
一
一
二
λ

の
前
に
消
滅
し
て
了
ム
。
否
.
総
て
そ
れ
に
調
和
し
融
合
し
て
了
ふ
ご
倣
す
。
之
を
倫
理
生
活
に
就

τ見
れ
ば
、

各
個
人
が
そ
れ
ん
¥
の
場
合
に
善
悪
正
祁
の
目
的
生
活
を
鋳
す
こ
ご
は
、
自
然
的
必
然
的
に
、
国
鰻
の
調
和
吉
幸

瓶
に
向
っ
て
、
冥
々
の
濯
に
整
然
ご
し
て
運
行
す
る
も
の
で
あ
る
o
卸
も
閣
種
的
見
地
よ
り
す
る
倫
理
生
活
は
、

同
E
E
O
R自
己
の
世
界
で
ゐ
り
、
「
目
的
が
介
在
す
る
徐
地
の
な
い
所
』
で
あ
る
o

従
っ
て
一
服
田
博
士
の
言
は
る

る
様
に
、
車
純
に
、
ス
ミ
A

の
所
謂
倫
理
生
活
は
、

H
的
の
世
界
で
あ
る
古
い
ふ
ニ
さ
も
亦
、
人
を
誤
ら
し
む
る

も
の
で
は
な
か
ら
う
か
ご
思
ふ
。

言
ム
迄
も
な
〈
、
五
日
々
の
生
活
は
一
つ
で
あ
り
、
又
一
つ
よ
り
あ
り
得
な
い
1
0

ぞ
れ
は
人
聞
が
、
同
じ
時
間
に

一
一
つ
以
上
の
昼
間
を
占
領
し
得
な

ν
ご
い
ふ
約
束
か
ら
来
る
常
然
の
結
果
で
あ
も
う
。
従
っ
て
其
彪
に
は
、
経
済

生
活
、
倫
理
生
活
若
〈
は
図
家
生
活
ご
謂
へ
る
が
如
、
き
積
々
の
生
活
が
あ
り
得
る
筈
は
な
い
v

。
唯
一
な
る
吾
々
の

生
活
を
ば
、
観
察
す
る
立
場
の
異
な
る
に
従
っ
て
、
若
く
は
判
断
の
同
ω
円
高
。
己
の
を
異
に
す
る
に
従
っ
て
、
共
蕗

に
は
利
不
利
、
善
不
善
、
美
醜
若
〈
は
幸
不
幸
等
の
積
々
の
世
界
が
現
出
す
る
に
過
苦
ぬ
。
斯
様
に
考
へ
て
居
る

花
は
、

λ

ミ
ス
に
於
け
る
経
済
生
活
は
自
然
法
別
で
あ
り
、
倫
理
生
活
は
理
性
法
則
で
あ
h
J
、
之
を
統
一
調
和
す

る
生
活
が
商
家
生
活
で
あ
り
、
業
廃
に
子
、
、

z
の
異
面
目
な
る
厚
生
哲
準
が
樹
立
す
る
、
ご
謂
は
る
、
一
稲
田
博
士

の
設
を
ば
、
十
分
に
理
解
し
得
ぎ
る
も
の
で
あ
る
。
私
の
見
る
所
で
は
、
倒
人
的
見
地
に
立
つ
時
、
経
済
生
活
も

倫
理
生
活
も
、
等

L
〈
腐
値
の
世
界
で
ゐ
り
目
的
の
舟
界
で
あ
る
o

唯
其
の
煩
伎
の
範
騰
が
、
利
不
利
若
〈
は
善

不
善
吉
謂
へ
る
が
却
〈
相
違
す
る
仁
過
ぎ
守
、
此
の
雨
積
の
岡
国
値
が
如
何
に
交
渉
す
る
か
?
利
己
善
、
不
利
ご

不
善
吉
の
関
係
如
何
が
古
く
よ
り
問
題
で
あ
り
、
殊
に
旦
ミ
ス
に
於
げ
る
重
大
問
題
た
る
を
失
は
凶
り
れ
ど
も
、



阪
を
縛
じ
て
赴
曾
的
若
〈
は
凶
髄
的
見
地
よ
h
す
れ
ば
、
経
済
生
活
も
倫
理
生
活
も
、
等

L
〈
λ

ミ
旦
に
於

τは

自
然
法
則
の
世
界
で
あ

h
、
因
果
の
世
界
で
あ
る
。
此
は
1

ミ
λ

の
哲
皐
思
想
よ
ち
来
る
営
然
の
結
果
で
あ
b
、

経
済
生
活
に
表
れ

τは
「
見
え
F
る
手
』
ざ
な
h
、
倫
理
生
活
に
表
れ
て
は
『
見
え
F
る
連
鎖
』
ざ
な
り
、
其
慮
に
統

一
的
調
和
を
有
す
る
軸
斡
然
た
る
宇
宙
が
存
在
す
る
。
こ
れ
が
ス
ミ
ス
の
磨
間
企
簡
を
遁
じ
て
自
然
的
梁
観
主
義
が

カ
強
〈
流
れ
て
居
る
所
以
で
あ
り
、
ー
ミ
旦
哲
且
宇
を
貫
通
す
る
統
一
的
原
理
は
此
蕗
に
在
る
。
唯
彼
れ
の
経
済
設

に
於
て
毛
れ
が
よ
り
濃
厚
で
あ
り
、
倫
理
設
に
於
て
よ
り
稀
薄
で
あ
る
様
に
見
え
る
の
は
、
前
者
が
「
諸
岡
民
の

宮
」
の
研
究
芭
講
へ
る
岡
龍
的
見
地
を
主
要
の
舞
壷
ご

L
、
後
者
が
伺
人
の
行
震
又
は
ロ
叩
性
Z
謂
へ
る
伺
人
的
見

地
を
主
要
の
封
象
Z
な
せ
る
が
鋳
め
で
は
な
か
ら
う
か
?
勿
論
私
も
ス
ミ
旦
に
軍
閥
的
色
影
が
あ
h
、
園
家
観

念
の
あ
っ
た
こ

Z
を
否
定
す
る
も
の
で
は
な
い
。
け
れ
左
も
岡
家
生
活
に
於
け
る
叶
己
主
O
問
問
。
が
、
個
人
の
経
済

生
活
及
倫
理
生
活
を
規
制
す
る
Z
倣
す
所
に
、
ス
ミ
ス
の
厚
生
哲
拳
が
樹
立
す
る
ご
い
ふ
設
に
は
、
多
〈
の
疑
問

を
有
す
る
も
の
で
あ
る
o

主
一
れ
は
結
局
、
彼
れ
の
哲
事
を
一
貫
す
る
所

ω自
然
主
義
的
特
徴
を
否
定
す
る
こ
Z
に

な
る
ご
思
は
れ
る
か
ら
o

以
上
を
以
ー
な
は
幅
田
陣
士
の
論
文
に
劃
す
る
主
要
な
る
疑
問
を
逃
4

了
へ
た
。
生
来

の
野
人
穫
を
剣
ら
守
、
措
能
或
は
非
植
を
極
む
る
も

ω
あ
る
か
も
知
れ
ぬ
。
何
準
博
士
の
寛
大
な
る
宥
恕
を
乞

ふ
。
(
宇
品
)

話

苑

ァ

rム
・
λ

ミ
ス
の
田
中
設
に
閥
七
て
踊
田
博
士
自
殺
を
乞
ゐ

(
第
六
貌
一
一
三
)
一
一
=
丸

第
十
λ
巻


